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会長挨拶
第６９回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会会長

佃 和夫
（三菱重工業株式会社 相談役）

本日は第６９回の租税研究大会開催にあたりま
して，多数の皆様にご参加いただき誠にありが
とうございます。

特に財務省星野主税局長，総務省の内藤自治
税務局長には公務ご多忙の中，パネリストとし
てご出席いただきまして誠にありがとうござい
ます。

また，ご出席の皆様方には常日ごろ租研の事
業活動にご支援，ご協力を賜っておりまして，
この場を借りまして改めて御礼申し上げたいと
思います。

さて，わが国の経済は，皆様もよくご承知の
ように，雇用，所得，支出等の面で改善が見ら
れておりますが，今後とも持続的な成長を実現
していくためには，思い切った成長戦略の実施
とともに，手を緩めることのない財政健全化の
推進が重要であります。

わが国の長期債務残高は平成２９年度末には
１，０９３兆円と見込まれ，GDP の２倍を超えると
いう歴史的に見ても，国際的に見ても最悪の水
準が続いていることは皆様もよくご承知のとお
りです。財政健全化を確保することが，社会保
障制度等を維持しつつ経済の持続的な成長を続
けていく上で欠かせないと考えます。

長期債務残高の累増に歯止めがかからなけれ
ば，国際的な信認が得られず，わが国の財政は
持続不可能な不測の事態にも陥る可能性がある
ということです。

政府は消費税率の引き上げを２度にわたって
延期し，引き上げは平成３１年１０月からとなりま
した。よほどの歳出抑制がない限り，当初に言
っておりました２０２０年度の財政健全化目標の達
成についても，なかなか厳しい状況になってき
ているということが言えるかと思います。

今後の人口減少社会では高い経済成長を実現
させることは決して容易ではありません。経済
成長だけに頼ることなく，思い切った財政健全
化策も，同時に早急に展開しなければなりませ
ん。

政府は経済社会の構造が大きく変化する中で，
税体系全般にわたるオーバーホールを進めてお
ります。

所得税制については，所得格差が拡大してい
ると言われる現状において，所得の再分配はど
うあるべきなのか。その中で，税収調達機能や
所得再分配機能を有する基幹税である所得税は，
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どのような役割を果たすべきかについて十分に
検討されるべきと考えます。

法人税改革については，日本企業の国際競争
力を高めることと，日本の立地競争力の強化を
目指すものであり，そのためには少なくとも，
国際的に調和の取れた税制とすることが重要で
す。

なお，イノベーションにつきましては，日本
の経済発展の基盤となるものであり，イノベー
ションの創出を促進する税制措置の拡充が重要
だろうと考えます。

国際課税の分野におきましては，BEPS 最終
報告書に沿って国際的な二重課税と課税逃れの
問題に対して，国際的に協調した取り組みが進
められております。今後の税制改正においては，
国際的な合意に基づき，企業の経済活動や競争
力を阻害することがないように，予測可能で，
法的に安定した制度とすることが重要です。

消費税につきましては，先ほども申し上げま
したように，平成３１年１０月に確実に税率を引き
上げることはもちろんですが，超高齢化社会の
財政を支える基幹税として，今後消費税率をさ
らに引き上げていくことも必要であると思いま
す。

私ども租研は，民間研究団体として中立の立
場から税・財政の問題を調査・研究し，毎年，
中長期的な課題を含め，あるべき税制改革につ
いて提言を行っております。

私どもはこれまでと同様に，成長戦略と財政
の健全化，社会保障制度改革を一体的に推進す
るためには，経済活力の強化と安定財源の確保
を基本として，経済社会の実態の変化に即した
税制改革への取り組みが必要であると考えてお
ります。

本日の東京大会では，まず午前の部におきま
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して，政策研究大学院大学の井堀先生から「わ
が国財政の現状と税財政改革の方向性」と題し
てご報告を頂きました。この後，開催いたしま
す討論会「税制改革を巡る現状と課題」，それ
から，明日午後の討論会「国際課税を巡る現状
と課題」と，今大会では２つの討論会を予定し
ております。また，明日午前には京都大学の岡
村先生からの研究報告を頂くことになっており
ます。

ご参加いただく皆様は税制，財政に精通され

た方々ばかりです。大変有意義なお話を伺える
ものと思います。皆さんとともに大きな期待を
込めて拝聴したいと思います。

最後になりましたが，ご出席の皆様方の今後
のますますのご発展をお祈り申し上げますとと
もに，当協会につきまして今後ともご支援，ご
協力を頂きますよう切にお願い申し上げて，私
の租税研究大会開催にあたってのご挨拶とさせ
ていただきます。ありがとうございました。
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はじめに

紹介いただきました政策研究大学院大学の井
堀です。よろしくお願いします。今日お話しす
る内容は「わが国の財政の現状と税財政改革の
方向性」ということなのですが，最初は，財政
に限らず，アベノミクスについても多少お話し
させていただきたいと思います。財政，或いは
税制との関係で一番象徴的なことは財政健全化
戦略が今後うまく機能するかどうか，或いはこ
れまでちゃんとやってきたのかどうかというこ
とだと思います。

１．財政健全化戦略とアベノミク
ス

ご存じのように，３党合意で２０１４年に消費税
率が５％から８％に引き上げられたのですが，
その後，消費税の引き上げの８％から１０％に関
しては２回引き上げが延期されている。本来で
すと今年の４月から８％から１０％に再引き上げ
が予定されていたわけですが，それが，ご存じ
のように，去年先送りされました。来年は財政
健全化目標の中間点，プライマリーバランスの

対 GDP が１％に な る の が 来 年 度 の 目 標
で，２０２０年度にプライマリーバランスが均衡す
るのが量的目標です。けれども，来年度がプラ
イマリーバランス１％を達成できるかどうか。
できなければ，財政健全化の進展を再検討する
というのが来年度のスケジュールです。それか
ら，２０２０年にプライマリーバランスを均衡させ
るのが今の政府の健全化目標で，これが国際公
約にもなっています。そのために消費税の引き
上げは延期されましたが，１９年の１０月には１０％
に引き上げる方針です。しかし，来年のプライ
マリーバランス１％と再来年の消費税の引き上
げ，それから，２０２０年のプライマリーバランス

９月１２日�・午前報告

井堀 利宏
政策研究大学院大学特別教授

わが国財政の現状と
税財政改革の方向性
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均衡の達成，この３つはクエスチョンマークを
付けていますが，かなり達成が厳しい状況です。

１―１．消費税増税の見直し：２０１６年５月まで
もう一度去年の５月の段階で消費税を今年の

４月から８％から１０％に引き上げることを先送
りした状況を振り返ってみます。総理は，去年
の５月に伊勢志摩でサミットが行われる直前で
すけれども，それまでは「リーマン・ショック
や大震災のような事態が発生しない限り予定ど
おり引き上げる」と国会で答弁した。リーマン・
ショック級の大きなマクロショックや阪神・淡
路，或いは東日本大震災のような大きな大震災
が起きない限りは引き上げるのが政府の既定方
針だった。ただ，政府のアベノミクスを主導さ
れた本田参与とか，浜田参与は当時から反対し
ていて，菅官房長官も税率を引き上げて，減収
になるような場合はやらないとか，当時，外国
から著名な有識者を招いて，そんな引き上げは
良くないキャンペーンを張ったわけです。

１―２．結果：消費増税の先送り
結果として，ご存じのように消費税は先送り

されました。これは２０１９年１０月までの先送りで
すが，問題は２回引き上げを先送りしたので，
マーケットで誰も政府の言うことを信じていな
いのではないかということです。法律では２０１９
年１０月に上げると書いてあるのですが，２度反
故にした前科がありますので，２度あることは
３度あるということで，なかなかこれが信用さ
れていない。ここがちゃんと引き上げられるか
どうかが大きなポイントになります。これは
２０１９年なので，来年は２０１８年ですから，来年の
今ごろはかなり大きな問題になってくると思い
ます。２０１９年４月ではなくて，１０月になった理
由は，ご存じのように２０１９年夏に参議院選挙が
ありますので，選挙の後の方がいいだろうとい
うことと，２０２０年まで先送りしてしまうと，国
際公約であるプライマリーバランスの均衡化に
矛盾するので，２０１９年ということだと思います。

１―３．中長期の経済財政に関する試算（２０１７
年７月）のポイント－マクロ経済の姿

これが今年の７月に内閣府が出した中長期の
日本経済財政の試算です。内閣府は毎年年の初
めと７月半ばと２回中長期の試算を出している
のです。一番直近のデータがこれです。これは
政府が今後中期的にどういう経済，或いはどう
いう財政を想定しているかということです。こ
れは実質経済成長率の見通しです。経済再生
ケースは，いわゆるアベノミクスがうまくいっ
て，経済が順調に回復するという希望的シナリ
オです。そうすると，実質経済成長率が１％台
から３％近くまで，２％台に順調に上がります。
名目 GDP はインフレ率を足したものですが，
これが３％台後半，４％近くまで上がるという，
これが経済再生ケースと言われているものです。
これに対してベースラインケースはあまりそれ
がうまくなくて，今までのトレンドがほぼその
まま続くとどうなるかというと，経済成長率が
実質で１％以下で低迷するということです。物
価もそれほど上がらないので，名目成長率もむ
しろ下がっていくのがベースラインケースです。

経済再生ケースはある意味で強気の予想を出
している。ご存じのように，日銀が２％の物価
上昇率の目標を出していますから，いずれは物
価が２％毎年インフレが起きるだろうと，起き
ないと困るわけです。そういう想定なので，そ
れを前提として織り込むと，経済成長率は実質
で２％だったら，名目４％ぐらいなるというシ
ナリオです。ところが，過去を見ると，実質で
２％を超えた時期はこの２年しかないわけです。
実質だとずっと０から１％の間です。名目でも
３％を超えた時期は全然ない。だから，過去の
トレンドから見ると，経済再生ケースはかなり
強気というか，楽観的な予想をしています。こ
れが本当に大丈夫かどうか。

マクロ経済全体で考えると，経済成長率は長
期的な経済の実力を示しているわけです。景気
はいいときと悪いときと循環する。サイクルで
見ると，今の日本経済は好況期に当たります。
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内閣府が景気の判断を示しているわけですけれ
ども，それで言うと，今は戦後でもほぼ最長に
近い好況がずっと続いている。需給ギャップが
かなり解消されて，失業率も低下して，ほぼ利
用可能な人的資源が生産活動に投入されている
という意味で景気はいい。

ただ，景気がいいことは必ずしも経済成長率
が高くなることを意味しない。景気が良くても，
経済成長率は１％ぐらいで推移し得る。それは
潜在的な経済成長率の実力がどうなるかに関係
します。潜在的な成長率がほぼ維持できていれ
ば，景気はいいことになる。ですから，景気が
良くても，必ずしも所得が増えるわけではなく
て，普通の人の実感で経済が良くなっていると
いうことには必ずしもならない。だから，景気
の良しあしと経済に関する普通の人々の感覚と
の間には当然ギャップがある。その意味では潜
在的な成長率を引き上げない限り，景気が良く
ても，その果実を多くの国民が実感するのはな
かなか難しいということになります。

１―４．中長期の経済財政に関する試算（２０１７
年７月）のポイント－国・地方の財政
の姿

この２つの経済成長率の推計の下で財政がど
うなるのかというのが資料６のグラフです。こ
れも今年の７月に政府の方で経済成長率の試算
を前提にして，日本の財政が今後どうなるのか
という試算をしております。経済成長率の見通
しがつけば，税収がどのくらい上がるかが大体
わかります。それから，歳出のうちある程度イ
ンフレ率が，或いは名目的な成長率に対応して，
例えば人件費等が計算できますし，それから，
高齢化要因がかなりはっきりしていますので，
それによって社会保障歳出もある程度計算でき
ます。経済成長率がわかれば，将来の財政の状
況は現在の税制，社会保障制度を前提にすれば，
ある程度試算ができる。

それでいきますと，これは国・地方を合計し
た基礎的財政収支ですが，現状ではまだ赤なす。

それが２０２０年の段階でここです。経済再生ケー
スでいくと，２０２０年の段階で８．２兆円の赤がま
だ残る。ベースラインケースで１０兆円を超える
赤がまだ残る。その後なのですが，経済再生ケー
スですと，基礎的財政収支の赤は徐々に縮小し
て，いずれは黒になる。要するに，この線が上
に行っています。ベースラインケースですと逆
にどんどん悪くなって，財政はフローの面でも
なかなか均衡しない。

片方，こちらは公債残高の GDP 比です。公
債残高の GDP 比は傾向的にどんどん上がって
いる。今後どうなるかというと，経済再生ケー
スですと，今後は下がってくる。公債残高は２０２５
年にかけてどんどん下がります。逆にベースラ
インケースですと，公債残高はまた上がり始め
ます。経済再生ケースとベースラインケースで
はかなり日本の財政に与える影響が違います。
ただ，この試算は２０１９年の１０月に消費税率が
１０％に上がるということを織り込んだ試算です。
法律で１９年には１０％に上げると書いてある以上
はそれを織り込んで試算はする。ただ，実際に
上がるかどうか。安倍さんが総理でいる限りは
かなり危ない感じがします。

基礎的財政収支の試算なのですけれども，昔
の試算，つまり，今年の１月時点がその前の試
算です。７月の半年前の試算です。今年の７月
というのは最新の試算で，その前が１月はその
前の試算です。半年間で試算がどのくらい変わ
ったかというのを見ますと，基本的には２０１７年
の１月よりも７月の方が，これは経済再生ケー
ス，こちらはベースラインケースですけれども，
いずれもちょっと上に来ている。ちょっと上に
来ているということは，ここ半年で政府の財政
状況に関する試算は，少しですけれども，定性
的には楽観的になっている。定性的には少し良
くなっている。もちろんベースラインケースで
すとどんどん基礎的財政収支は悪くなるけれど
も，その悪くなり方がちょっと縮まっている。
その意味で多少改善されています。経済再生
ケースですと，ここはほとんど重なっているの
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ですけれども，若干良くなっています。
それは公債残高の GDP 比で見てもよりはっ

きり出てきます。資料８は経済再生ケースで公
債残高の GDP 比がどうなっているかというの
を見ている。こちらが１月の時点で，下が直近
の時点です。１月よりも公債残高の GDP 比が
下に来ています。下に来ていることは，経済が
再生するケースですと，２０２５年近づけば近づく
ほど，国と地方の公債残高の GDP 比はより下
がるということです。公債残高の GDP 比が安
定的に下落していくのは財政健全化の１つの重
要な指標なので，その意味では１月に比べると
７月の方が政府の予想は財政健全化に関しては
ちょっと楽観的になっています。

なぜそうなっているか。状況は全般的にはあ
まり良くない。特にベースラインケースで言う
と，相変わらず財政は破綻するケースを想定し
ている。どちらのケースにしても，１月の試算
よりも７月の試算の方が若干良くなっている。
なぜ若干良くなっているかというと，その大き
な要因は金利の予想が少し変わっています。

名目金利の予想をみると，今はほとんどゼロ
ですけれども，今後名目金利は上がる想定です。
というのは，日銀もいつまでもゼロ金利政策を
続けるわけではなくて，インフレ率が２％にな
れば，出口戦略をする。そうすると，中期的に
は金利は上昇し始めます。政府の見通しです
と，２０２０年代になってインフレ率も２％を超え
て，名目成長率も４％に近づくわけですから，
そのころはいくら何でも日銀は今のような異次
元の金融政策をしているわけではない。そうす
ると，金利はいずれ上がる。

金利の上がる予想です。今年の１月時点では
こういうカーブで金利が上がっていく。だから，
結構早めに２０１８年，１９年あたりには，長期金利
が１％ぐらいに上がって，その後，４％に向か
ってどんどん上がっていくのが，これは経済が
再生するというのが前提になっています。再生
すれば，日銀も低金利政策を取らないという前
提です。ところが，今年の７月の想定だと，２０１８

年はちょっと無理なのではないか，ほぼ０に近
い。２０１９年ぐらいから少しずつ上がり始めると
いうか，上昇カーブが少しずれているのです。
名目金利の上昇カーブを低めに変えた。そうす
ると，金利が下がります。金利が下がると，国
債の利払いがその分削減できますので，財政的
には効果が大きい。

１―５．２０１７年７月の試算
まとめますと，２０１７年の７月の試算で行くと，

政府の目標であるところの２０２０年の基礎的財政
収支の均衡は無理です。経済再生ケースでも無
理です。８．２兆円の赤字が出る。これは GDP
比で１．３％の赤字が出るということを言ってい
ます。これは今年の１月の試算からほぼ不変で
す。けれども，１月の試算では８．３兆円だった
ので，それが８．２兆円になったので，若干良く
なっている。国の基礎的財政収支は相変わらず
悪いけれども，地方は改善です。地方で見ます
と，既に基礎的財政収支は全体で見ると黒にな
っています。もちろん地方自治体の財政状況も
いいところ，悪いところがあります。国の基礎
的財政収支をどういう形で改善するかというの
が問題です。

それから，長期金利の上昇予想が先送りされ
て，長期金利がそんなに急には上がらないだろ
うということになりました。その結果，公債等
残高 GDP 比の見込み値も前回から改善されて
います。ただ，この試算は２０１９年１０月の消費税
の増税を織り込んでいます。

それから，もう１つは，軽減税率の話は最近
話題になりませんでした。消費税の引き上げが
延期されたので，引き上げと同時に軽減税率を
入れるということになっています。軽減税率を
入れると，ご存じのように，消費税の課税ベー
スが小さくなりますから，税収が減る。軽減税
率を入れると，消費税の税収が減りますから，
その分の減税分をどうするかが問題になってい
る。これはまだ決着がついていないというか，
先送りされている。内閣府の試算では，軽減税
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率をしても，何らかの財政措置が取られて，税
収が減らないという前提で試算をしています。
その意味ではかなり税収に関しては消費税を引
き上げて，ちゃんと税収が入ってくるという試
算なので，これが本当かどうかというのは非常
に微妙です。

それから，もう１つ最大の問題は，経済再生
ケースの経済成長率が実質，しかも名目だとか
なりギャップがありますけれども，名目成長率
が本当に今後４％に近いところで安定的に成長
できるのかが最大の問題です。経済成長率が名
目でもちゃんと上昇していけば財政的にはある
程度楽観的なシナリオが書けます。それでも大
変は大変です。ただ，経済成長率があまり回復
しないと，政府の試算でも基本的には財政は破
綻する状況になってきます。しかもこの試算は
２０２０年代前半までしかやっていない。財政的に
は厳しくなるのは２０２０年代半ば以降と思います。
なぜかというと，そのころは少子高齢化の影響
が効いてきて，一番典型的には団塊の世代の方
が後期高齢者になりますから，特に医療を中心
とした社会保障需要が今まで以上に増える。要
するに，２０２０年代前半よりは２０２０年代半ば以降
の方が歳出が増えることは想定できます。

もう１つは，オリンピックが２０２０年で，オリ
ンピックが終わった後は，潜在的な経済成長率
が下がる可能性が高い。２０２０年まではいいとし
ても，２０２０年以降はこういう経済成長率が実現
できるかというのはかなり問題で，その意味で
は政府のシナリオというのは非常に楽観的，あ
る意味では危ないシナリオと思います。

１―６．当面の戦略
差し当たって２０１９年の１０月に消費税を本当に

８％から１０％に上げるのかどうか。財政再建と
の関係で言うと，消費税を上げると，課税ベー
スが非常に広いので，税収が相当入ってきます。
消費税を予定どおり２０１９年１０月に１０％に上げる
ことができるのかどうか。ここで対応は分かれ
ると思います。安倍さんが総理でいる可能性も

かなり高い。これは内閣支持率，その他政局に
依存しますけれども，安倍さんが総理でいる
と，２度延期しましたので，３度目の延期とい
うシナリオも当然あり得る。或いは２０１９年は景
気の面では非常にいい時期だと思うのです。オ
リンピックの直前なので，いろいろな意味で投
資需要とか，消費マインドも活発になる時期で
す。皆さん，強気のムードになる。だから，そ
の時期は景気がいい。そうすると，景気のいい
時期に引き上げを延期する合理的な理由を探す
のはなかなか難しいです。

去年，安倍さんが消費税の延期をしたときに
は，リーマン・ショックか，大震災という正当
化が必要でした。熊本地震ももちろん大きな震
災でしたけれども，あれは大震災とは言えない。
そうすると，リーマン・ショック級のことがな
いといけない。あのときは若干問題がありまし
たけれども，途上国の原油等の減産で価格が非
常に不安定なので，それがリーマン・ショック
の前と似たような動きをしているから，あの時
期はリーマン・ショック前夜ではないかという
資料をサミットで配って，ある意味こじつけ的
にリーマン・ショック的なことが来るかもしれ
ないから，消費税の引き上げは延期するという
話をした。

あのときもかなり強引な理由付けだった。
２０１９年１０月にそれをまた見つけることができる
かというと，かなり苦しいと思います。合理的
な理由が見つからなければ予定どおり引き上げ
るという可能性もあります。いくら安倍さんで
あっても，全く何の根拠もなしに法律を変える
のは難しいと思います。２番目のシナリオも結
構あると思うのです。まだわからないです。い
ずれにしても，消費税は８％に凍結するか，１０％
に上げたとしても，それだけでは２０２０年のプラ
イマリーバランスの均衡は無理なのです。経済
再生ケースでも８兆円以上の税収不足が残るの
が内閣府の試算です。この試算は，あと２年で
すから，そんなに極端にぶれるということはな
いと思いますので，２０１９年１０月に上げたとして
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も，かなり大きな税収不足が生ずる。そうする
と，歳出削減中心にしても限界がありますし，
高めの成長による税収増にも限界がありますし，
しかも今回１０％に上げるときは軽減税率を導入
しますから，それによる税収減も見込まれます
ので，かなり厳しい。

１―７．２０２０年時点の判断
２０１９年１０月に消費税率を１０％に上げたとして

も，２０２０年に想定通り健全化目標，プライマリー
バランスの均衡は達成できないのはほぼ確実な
状況です。１９年１０月に消費税が８％のままだと
さらにその状況は悪くなります。そうする
と，２０２０年の国際公約の基礎的財政収支の均衡
という健全化目標を２０２０年の段階で維持できな
い。となると，財政健全化目標をどうするかを
当然考えざるを得ない。来年ぐらいからその話
が出てくる。２０２０年に基礎的財政収支の均衡は
達成できないということがほぼ明らかです。

そうすると，それに対応する選択肢としては
２つあって，１つは健全化目標自体を変更する。
もう１つは達成時期を変更する。要するに，２０２０
年ではなくて，先に伸ばすということです。こ
の２つです。この２つが同時に起きる可能性も
あると思います。

最初の健全化目標の変更です。現在の財政再
建目標は基礎的財政収支の均衡化といういわゆ
るフローの目標です。それに対してストックの
目標に変える，要するに，公債残高の GDP 比
が上昇しなければいいということです。引き下
げられればいいと健全化目標を変えるというの
が１つの手です。そうすると，政府の試算で経
済再生ケースが実現すれば，２０２０年の段階で基
礎的財政収支は赤字ですけれども，２０２０年代の
前半はずっと赤字のままですが，赤字のままで
も公債残高の GDP 比は減るシナリオになって
いる。現在の政府の目標はこっちです。２０２０年
にこれをゼロにするのが目標なのです。けれど
も，こっちではなくて，公債残高の GDP 比で
安定的にするのだと目標を変えれば，経済再生

ケースさえ実現できれば，消費税が１０％に上が
れば，それ以上引き上げなくても何とか健全化
目標は達成できるという形になります。１つの
選択肢は健全化目標をフローからストックに変
える。

それから，もう１つの目標は，達成時期を
２０２０年ではなくて，２０２５年ぐらいにする。２０２５
年ぐらいにすれば，一応政府のシナリオだと均
衡化が達成できるということなので，達成時期
を先送りするという選択肢もあり得ます。ただ，
政府のシナリオは２０２５年までしかやっていない。
けれども，２０２０年代後半はどっちにしてもかな
り厳しい。実は公債残高の GDP 比は２０２５年ま
で下がっていますけれども，２０２５年以降，経済
再生ケースであってもずっと下がるのかという
と，これはかなり疑問があると思います。内閣
府の方で試算していないので，わかりませんが，
常識的に考えると，２０２０年代後半は政府のシナ
リオでも金利が上がっている。金利が上がるこ
とは利払いが増えることです。しかも社会保障
需要が増えます。経済再生ケースを想定しても，
経済成長率がこの後４％からずっと安定的とい
うより，もっと下がる可能性が高い。そうする
と，２０２５年以降を考えると，経済再生ケースで
あっても結構厳しいと思います。２０２０年代に入
ってからは，経済再生ケースが仮に実現したと
しても，消費税の再々引き上げ，１０％からその
先への議論が現実的な課題にならざるを得ない。

１―８．B/Yのダイナミックス
その前にフローの目標からストックの目標に

変えるということはなぜできるのか。基礎的財
政収支が赤のままでも，公債残高の GDP 比が
下がるというシナリオがどうして出てくるのか
を，ちょっと技術的になりますけれども，お話
ししたいと思います。

B が公債残高で，Y が GDP です。B/Y は公
債残高の GDP です。公債残高の GDP 比が何
に依存するか。B/Y は b です。これは公債残
高の GDP 比です。ここに△が付いているのは
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変化を表します。公債残高の GDP 比がどう変
化するかというのが何に依存するかという
と，２つの要因で技術的には決まります。１つ
は g―t です。g が歳出の GDP 比，t が税収の
GDP 比です。g はいわゆる政策的な経費です。
t が税収なので，g―t は基礎的財政収支の赤に
相当します。基礎的財政収支の赤字幅です。基
礎的財政収支が赤であればあるほど，公債残高
の GDP 比が増えるということです。

２番目の項は r が金利で，n が経済成長率で
す。２番目の項は金利と経済成長率の差に応じ
て，要するに，金利が経済成長率よりも高いと，
それだけ公債残高の GDP 比は増える。金利は
利払い費で，公債残高を増やす要因です。経済
成長率は GDP 比を増やす要因です。分母が増
えるのが経済成長率で，分子が増えるのが金利
です。だから，金利が経済成長率よりも高いと，
放っておくと，公債残高の GDP 比は増える。
公債残高の GDP 比の変化は基礎的財政収支の
赤字がどうなるかということと，それから，金
利と経済成長率の乖離がどうなるかということ
の２つの要因に依存します。

平時の状況では，金利の方が経済成長率より
も高い。普通の状況というのは中央銀行が極端
な異次元の金融緩和政策を取りませんから，普
通は経済が良くなると金利が上がります。経済
成長率よりも金利が高いのが平時です。平時で
すと２番目がプラスです。そうすると，１番目
が均衡していても，公債残高の GDP 比は増え
ます。だから，平時は２番目の項がプラスで，
公債残高の GDP 比を増やす方向に働きますか
ら，基礎的財政収支を良くしないと，公債残高
の GDP 比は安定的に下げることができない。

ということは，まず基礎的財政収支を安定的
に下げる。その後でここを大きく下げないと，
Δb はマイナスにならない。全体の公債残高の
GDP 比を下げようとすると，それよりも基礎
的財政収支を均衡化する方が相対的にやりやす
い。だから，平時ですと，まずは基礎的財政収
支の均衡化，黒字化が達成しやすい最優先の経

済目標，健全化目標です。それを達成して，そ
の後，ここをもっと黒にして初めて公債残高は
下げることができる。だから，平時を想定する
と，やりやすいのは基礎的財政収支の均衡です。
日本経済も平時だと思うと，まずは基礎的財政
収支の均衡を政府が考える。これが普通のシナ
リオです。

ところが，非常時はどうなるかというと，非
常時は現在の状況です。金利は日銀がゼロ或い
はマイナスにしていますから，金利は経済成長
率よりも低い。非常時は２番目の項がマイナス
になっている。ということは，基礎的財政収支
が赤でも，公債残高の GDP 比，Δb はマイナス
になることができる。それが実際の日本のシナ
リオです。ここで２０２０年前後の状況では，基礎
的財政収支は赤です。経済再生のケースです。
公債残高の GDP 比は下がっています。

なぜこれが起きているかというと，金利がこ
の時期は経済成長率より低いからです。金利が
経済成長率よりも低いのは非常時です。
非常時だと基礎的財政収支は赤のままでも公債
残高の GDP 比を下げることができます。とい
うことは，公債残高の GDP 比を下げるという
方が基礎的財政収支を黒にするよりも達成しや
すい健全化目標です。非常時であれば，こちら
の方がより目標としては達成しやすい。政府は，
最初は平時を想定していて，達成しやすいと思
っていた基礎的財政収支の均衡の方を最初は考
えたのですけれども，実は日銀が非常に大胆な
異次元の金利政策をやってくれて，今は非常時
になっている。非常時になっていると，基礎的
財政収支は黒にしなくても，金利が経済成長率
より低いので，それによって公債残高を下げる
ことができる。そうすると，より易しい目標に
変えてもいいのではないかということです。

１―９．出口戦略
非常時だとすると，公債残高の GDP 比を安

定的に下げるのが究極の目標ですけれども，そ
れを達成するのに無理に基礎的財政収支を黒に
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しなくてもいいのではないかということで，健
全化目標はフローからストックの方に変えよう
という話が出てくると思います。ただ，これは
非常時だから意味がある政策です。非常時でな
くなるとこの政策は狂う。問題は非常時がいつ
まで続くのか，ここが問題です。非常時は日銀
に頼っている。財政の金融ファイナンスで，日
銀が国債を買って，金利を下げている。これに
頼りすぎると，平時に戻れなくなるのではない
か。出口へのハードルがますます高くなってし
まいます。

今は日銀が国債を買っている。このペースで
行くと，来年か，再来年には買う国債がなくな
るのではないかと言われています。全部買って
しまって，その後，どうなるのだという話にな
ってくる。そうすると，最後の手段は何かとい
うと，日銀が国債を買うのも手詰まりで，しか
も出口が取れなくなって，インフレしかないと
いう話になってくるという非常に危ない状況で
す。

１―１０．アベノミクスの評価：いつまで非常時
なのか

アベノミクスは基本的に非常時の政策パッ
ケージだと思います。要するに，経済が危機的
状況なので，金融でも，財政でも，禁じ手をや
る。特に象徴的なのは金融政策です。異次元の
非伝統的な金融政策は非常時だからやれる政策
で，ずっとやられるものでもない。最初にお話
ししましたように，政府の公式見解でも物価が
２０２０年代になって安定的になってくれば金利は
上げますということを言っているわけです。金
利を上げることは出口戦略を取ることを想定し
ているわけです。アベノミクスは基本的に出口
戦略を取るまでの非伝統的な金融政策です。実
はこれに頼りすぎると，非常時から抜け出せな
いというジレンマがある。

財政も同じような話で，アベノミクスの財政
政策は積極的な財政運営ですから，財政再建と
は逆行する。景気の悪いときに減税して，補正

予算で公共事業を増やして，いろいろな歳出を
増やして，積極的に財政運営するということな
ので，財政再建には高いハードルになる。積極
的な財政政策，積極的な金融政策，機動的な財
政運営というのは非常時だから意味がある政策
です。けれども，安倍政権ができて５年間ずっ
とアベノミクスをやっていると，いつまで非常
時なのか。非常時の定義が非常に難しい。しか
も最近は，先ほどお話ししましたように，政府
の公式な景気判断でも好況な時期です。しかも
有効求人倍率が１をはるかに超えていますし，
失業率はここ２０～３０年で最もいい。低水準で，
ほぼ完全雇用に近い状況になっている。株価も
安倍さんが総理に復帰したときに比べると上が
っています。いつまでアベノミクスを続けるの
かというとこれが難しい。そろそろ出口戦略を
やる時期ではないかと常識的には思う。アメリ
カも金利引き上げを始めましたし，ヨーロッパ
も出口戦略の話が具体的に動き出している時期
なのですが，日本で全くその話が出てこない。
相変わらず物価２％までやるのだということを
ずっと言って，本当にいいのかどうか。問題が
あると思います。

それで，アベノミクスで一番重要なのは成長
戦略です。これは潜在的な成長率を上げる戦略
です。これで経済再生ケースの名目４％に近い，
実質で２％台の経済成長が持続できるというこ
とです。規制改革で成長促進が重要です。けれ
ども，ここでの問題は安心，安全と成長戦略の
規制改革とはかなり矛盾するというか，対立す
る面があります，。ちゃんと規制改革で成長戦
略が実現できるかどうか。また，実現したとし
ても，２０２０年代以降は少子高齢化の影響がまと
もに来ますので，潜在的な成長率は自然体で行
くとむしろ下がる。イノベーションがなかなか
起きにくいということです。それから，労働者
の人的な資本蓄積もそれほどこれから期待でき
ない。常識的にはサプライサイドから見ると，
経済成長率にはマイナスのプレッシャーがかか
る。それを成長戦略でそのマイナスのプレッシ
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ャーを底上げできるかどうかという話です，。
それをしても，４％の名目成長率が２０２０年代後
半に実現できるというのはかなり厳しい。そう
すると，財政再建も税収を確保できるかどうか
というのも大変だと思います。

１―１１．シムズ理論－目的
もう１つの問題は，非常時の金融政策に頼り

すぎると，結果として何が起きるかです。最近
はシムズ理論の話になってくる。増税も駄目，
歳出削減も非常時だからやらないということに
なってきて，しかも財政が破綻することが避け
られないとなると，最後の手段は，物価が上昇
して財政が持続可能になることしかないのでは
ないか。物価で調整するしかないということで
す。それが場合によってはいいのだというのが
シムズ理論という話です。要するに，ゼロ金利
の制約に直面した状況で金融政策が効かなくな
ってくる。しかも将来の増税や歳出削減をやる
と直近のマクロ経済に良くないとなる。そうで
はなくて，逆に歳出削減しない，増税しないと
いうことで，財政が破綻するということになっ
てくると，結果として人々がインフレ期待を形
成して，インフレが進行する財政運営ができて，
それがいいというのがシムズ理論です。

１―１２．シムズ理論－評価
財政政策を積極的に拡大することによって，

結果として意図的にインフレを起こして，政府
の債務の一部を物価上昇で相殺させる。人々の
インフレ期待を高まると，それが経済の活性化
にもつながるし，政府の債務を縮減するために
もつながるということです。だから，財政状況
が悪化することを前提にして，非常時にむしろ
インフレを積極的に財政面から起こすことがい
いという理論です。これは放漫な財政運営のデ
メリットを考えていないので，財政面から言う
と，非常に問題のある議論だと思います。実験
的な政策なので，非常に混乱の方が大きくなっ
て，誰が責任を取るのだという問題になる。

１―１３．想定されるインフレ率
想定されるインフレ率がどうなるか。仮に財

政再建必要額，政府の債務を何らかの形で面倒
を見なければいけないとします。健全化の努力
は歳出削減か，増税で返していく。それは通常
の財政再建です。もう１つはインフレによって
チャラにする。ただ，インフレ税でやるか。健
全化の努力は財政面での歳出削減か，増税，ネ
ットの国民負担でやるか。インフレによって政
府の債務，国債を持っている人の負担でやるか
という２通りの方法がある。仮に極端な話，政
府の債務が全てインフレで紙くずにすると，無
限大のインフレにしないといけない。インフレ
で名目資産を全部紙くずにするとなると，これ
は極端なハイパーインフレにしないといけない。

そうではなくて，５０％，５０％ぐらい，政府の
実質的な債務を半分にするということです。例
えば名目債務が１，０００兆円あるとして，実質的
にそれを５００兆円に半減させるとなると，半分
にするには物価を倍にしなければいけない。物
価を倍にすることは１００％のインフレが必要に
なってくる。１００％ぐらいインフレを起こさな
いと，インフレ税で半分にはならない。半分は
極端にしても，例えば現実的なシナリオとして
８割を健全化努力でやって，２割をインフレで
削減するとします。インフレで２０％削減すると
なると，必要なインフレ率は０．８分の１なの
で，２５％です。２５％インフレを起こすと，実質
的な債務が２割削減される。

２５％のインフレでも相当なインフレです。だ
から，日銀が想定している２％のインフレでは
実は政府債務をインフレ税で償却するというの
はほとんど不可能です。そうすると，極端なイ
ンフレを想定しないと，シムズ理論で想定して
いるインフレ期待と債務の削減を両立させるの
はかなり厳しい。２５％というと，狂乱物価のと
きのことを思い出します。これは大変だろう。
常識的には健全化努力を粛々とやるしかないの
ではないかと思います。

― 12 ―



１―１４．アベノミクスの好材料
アベノミクスの好材料もないわけではない。

デフレも２０年続いて，日銀もそこそこ非常時の
金融政策をやって，今はマクロで見ると，デフ
レギャップはもうない。有効求人倍率もかなり
高いですし，失業率も下がっていますから，こ
れ以上は物価が下落する材料というのは国内要
因としてはない。そうすると，今後はそんなに
極端な非常時の政策を取らなくても，そこそこ
物価は上がるのではないかということは想定で
きるので，いずれは非常時から脱却できる可能
性は高いと思います。

それから，財政再建の必要性にしても，昔は
財政状況が悪いと言っても，なかなか国民には
それが伝わらなかった情報の非対称性がありま
した。要するに，官僚の言うことはちゃんと受
け取ってもらえないので，どこかに隠し財源が
あるのではないかという話です。昔は霞ヶ関埋
蔵金の話があった。ただ，これも昔の民主党政
権のときに特別会計が２００兆円あれば，１割の
２０兆円ぐらいはすぐに出てくると，当時の菅さ
んが財務大臣になって頑張ってやったのですけ
れども，２０兆円は出てこなかった。

そんなに埋蔵金はないということが大体わか
った。昔に比べるとより情報の非対称性がなく
なって，財政再建の必要性というのがそこそこ
国民にもわかってきています。

それから，もう１つは，安倍政権は５年続い
ている。それ以前の政権が１年間でころころ変
わったのに比べれば，政権の視野はかなり安定
している。中長期的な社会保障制度改革はやろ
うと思えばできない話ではない。衆参両院で安
定的な多数を持っていて，政治的には非常に安
定な政権なので，通常は財政状況が悪い国は連
立政権で，しかも政治的に不安定な政権です。

１―１５．アベノミクスのリスク
日本はそういう政権が１９９０年代からずっと十

数年続いていた。その時期に財政状況が悪くな
った。安倍政権になってから，政治的には非常

に安定的な政権なので，財政状況を良くするこ
とがやろうと思えばできなくはないただ，問題
は，安倍さんが経済政策，財政政策にあまり関
心がない。特に財政再建にあまり関心がないが
最大の問題です。多分安倍さんの最大の関心事
は憲法改正です。だから，過半数の政権安定と
いうよりは３分の２の憲法改正の発議の方に関
心が高そうです。憲法や安全保障で前のめりに
なってくると，今後財政健全化の話のための社
会保障も含めた制度改革，或いは消費税増税も
含めた税制改革の話が飛んでしまう可能性があ
ります。

それから，もう１つは，先ほどから出ていま
すように，異次元金融政策をずっと続けている。
これをいつまでも続けるわけにいかない。ここ
から抜け出すのは結構抜け出すときのコストが
かかりますから，異次元の金融政策頼みがいつ
までも続けられるのかという限界は結構大きい
と思います。

対外的にはトランプ政権はアメリカの中でも
議会との関係とか，政治的に非常に不安定です。
トランプ政権の税制改革，或いは予算編成等は
非常にリスクが大きいですから，これがどうな
るか。TPP の問題とか，温暖化のパリ協定の
問題とか，いろいろありますけれども，安全保
障リスク以外にもかなりトランプ政権の不確実
性というのは大きい。

それから，今後は供給制約も入ってきますの
で，コストアップで悪いインフレが起きる可能
性もありますし，税収の自然増収が今後はそれ
ほど期待できなくなると，その限界もあります。
去年の税収は当初に見込んだものから，皆さん
もご存じのように下振れしている。去年は３次
の補正予算で赤字国債を追加発行している。
５７．６兆円の税収を見込んだものが，実際は５５兆
円台に下がりました。税収は自然増収がこれか
らどんどん期待できるかどうか。安倍政権にな
って税収が増えているのですけれども，一昨年
か，去年はちょっと下がっていますので，今後
それが増えるかどうかというのは楽観できない。
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２．２０１７年度当初予算案

２―１．一般会計歳出
今年の当初予算は，歳出総額は９７兆円です

（租税研０８―２８―２０１７資料（資料２４））。一番大き
いのは社会保障です。その次が交付税です。そ
れから，公共事業，文教・科学，防衛なのです
が，社会保障費はどんどん増えざるを得ない。
それから，１９６４年の東京オリンピックのときの
公共事業をやった社会インフラが更新期を迎え
ていますので，その維持費用とか，震災対応を
考えると，最近減っていますけど，ここもそれ
ほど減らすことは今後難しい。それから，防衛
費は北朝鮮等のリスクがありますから，今後増
やす方向になっている。歳出は切るのは非常に
難しい。

２―２．一般会計歳入
税収の方は所得税，法人税，消費税がメイン

の税収です。消費税に関しては税率の引き上げ
が予定どおり行われないと，消費税は増えない。
法人税は当然国際的な競争の中にありますので，
もちろん景気が良くなれば法人税収は増えます
けれども，そうはいっても，税率は引き下げざ
るを得ないと思いますので，全体として法人税
に頼るのはなかなか難しい。所得税は大きな課
税ベースです。けれども，所得税の大きな問題
は，高齢化が進みますと，勤労者の数が減りま
すから，特に長期で見ると，所得税はよほど課
税ベースを広げない限り，今の税構造のままだ
と税収が増えるのはなかなか難しい。

政府は歳出削減に関しては各項目でいろいろ
な細かい歳出削減の話はしている。社会保障に
しても，医療介護制度改革とか，生活保護にし
ても，それから，高額の薬剤の改革にしても，
ミクロベースではいろいろ改革はしている。効
率化しているのですが，トータルで社会保障費
をどうするかというキャップをかけていないの
で，歳出抑制はなかなか難しい。社会資本とか，

地方行財政改革も，文教・科学技術もそれぞれ
もっともらしいことをやっているのですけれど
も，問題は全体の歳出をどうコントロールする
かということができていない。結果として社会
保障費はどんどん増えています。

２―３．２０１８年度予算概算要求
来年度の概算要求も締め切ったばかりですけ

れども，ここ５年連続で歳出総額の上限を示し
ていない。概算要求に関して青天井で概算要求
をして，それを主計局で削るという形です。し
かも景気に応じて柔軟に予算を組むということ
で，景気が良くても，補正で対応するというこ
とをやっていますので，なかなか歳出を減らす
のが難しい。さらに４兆円の特別枠を設けて，
そちらは「１億総活躍社会」ということなので
すけれども，これも各省庁からいろいろなもの
が「１億総活躍社会」に関係するものがある意
味でこじつけ気味にこっちに紛れ込むというこ
とがあります。医療，年金は，高齢化対応は自
然増で認める形になっていますので，なかなか
歳出を抑えるのは難しい。

３．財政構造改革の課題

３―１．進展しない財政構造改革
今までお話ししましたのは政治的要因が多か

った。連立政権で財政赤字が増えるとか，選挙
区の不均衡，特に地方の過疎地の選挙区への思
いが重いので，そちらの既得権の削減が困難と
か，情報の非対称性の問題とかがあった。一番
の問題はその場しのぎなのではないかと思うの
です。政策決定が短期化して，社会保障改革は
先送りするということです。

３―２．財政政策のマクロ効果
結局，財政運営は，不況期にはもちろん積極

的に対応した方がいいのですが，不況期に積極
的に対応するためには，景気のいいときには債
務を削減しないと，不況期に積極的に財政運営
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できない。負債を抱えていないと，ケインズ政
策は有効です。不況期にあまり借金がなければ，
そこで借金して，景気対策することが有効です。
けれども，借金をたくさん抱えすぎていると，
不況期で政府がケインズ政策を取ろうとしても，
それはあまり効果がない。なぜかというと，景
気が悪いときに，政府が積極的な財政運営しよ
うとしても，既に債務を抱えすぎていますので，
もっとやると財政状況がさらに悪くなってくる
と将来が心配になってくる。将来が心配になっ
てくると，今いくら積極的な財政運営をしても，
将来の負担増を民間の家計や企業が身構えてし
まうと，現在のところで積極的に反応しない。
そうすると，不況期だからといって，民間需要
が出てこない。それはいわゆる非ケインズ効果
と言われている。景気の悪いときにきちんと財
政的に対応できるためには，景気のいいときに
債務を減らさないといけない。債務を減らせる
ときにきちんと減らせる対応ができていない。

３―３．政治的バイアス
これはどういうことかというと，景気は循環

するので，非常時にはもちろん景気出動しても
いい。けれども，そんなに非常時でない景気の
悪い時期を非常時だと，非常時だと考えすぎて
しまうと，そこで過度に積極的に対応しがちで
す。リーマン・ショックは基本的に１００年に１
回しか起きないと当時の麻生財務大臣が言った。
１００年に１回の非常時だったら，当然大変なの
で，きちんとした積極的な財政運営ができる。
けれども，景気は基本的に１０年ぐらいの周期で
いいとき，悪いときを繰り返す。サイクルの局
面で生じる不況期には極端な財政運用しなくて
も，財政制度にいわゆる自動安定化装置，ビル
トインスタビライザーと言われている社会保障
制度，累進的な税制，失業保険等で対応するの
で基本的に十分で，そこの見分けなのです。

財政規律をどう担保するかは，真の非常時な
のか，そうではなくて，通常の不況期なのかの
見分け方が非常に大事です。どうしても政治的

には非常時に過度に反応しがちで，そこが問題
になると思います。

４．税制改革の政治経済学

消費税に関していいますと，消費税は非常に
有力な選択肢で，課税ベースが広いし，一定の
低税率で，一定の税収が確保できるので，有力
な財政再建の手段です。ただ，福祉目的化され
ていると，有権者の中には福祉目的化されてい
る福祉が既得権化されて，無駄な福祉に使われ
ていると思うと，消費税の増税に反対する人も
出てくる。だから，中身の問題との関係が問題
になってきます。

４―１．増税のメリット
それから，消費税に限らず，増税のメリット

は現在と将来のどちらがいいかということです。
要するに，増税することをしなければ借金する。
借金するのは増税を先送りする。増税を先送り
することは，増税はその時点では負担なので，
現在負担を国民に求めるのか，借金して，将来
に負担を国民に求めるのか。どっちがいいのか。
現在と将来のどっちの国民に負担を求めるのが
いいかというのは，現在と将来のどちらが経済
的に恵まれているかという問題です。だから，
高度成長期のように将来の方がどんどん経済が
良くなる。経済がどんどん成長して，後になれ
ばなるほど，賃金も上がるし，経済状況も好転
するということがわかっているときは，将来の
方が経済的に今よりも良くなるから財政赤字を
出してもいい。財政赤字の負担を将来に先送り
してもいいし，例えば高速道路を作るときに，
それを全部増税でやるよりは借金で将来に回し
た方がいい。

高度成長期に建設国債を出して，社会資本，
インフラを整備したというのは当然いい政策だ
った。問題は経済成長の低迷期です。今後経済
成長が見込めないとなったときに借金して，将
来に増税の負担を先送りするのがいいのかどう
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か。消費税を増税すると必ず負担です。消費税
を増税すると負担だから，先送りしようという
議論がある。けれども，先送りすると，将来消
費税を増税せざるを得ない。将来の人が負担に
なる。将来と現在のどっちの方が負担に対する
抵抗力があるか。担税力があるかという問題で
す。

４―２．世代間公平をどう考えるのか
今後は人口が減少します。しかも社会保障は

賦課方式ですから，今の若い人，これからの人
は，経済成長しても，社会保障の負担が増えざ
るを得ない。人口減少社会で社会保障の負担が
将来世代にのしかかり，しかも経済成長があま
り期待できない。今後経済成長率が昔の１０％近
くは期待できない。ひょっとしたら２０２０年代後
半になると，マクロの経済成長率が私の予想だ
とマイナスになる可能性が高いと思います。経
済再生ケースはプラス４％とされていますけれ
ども，実際に２０２０年度になるとむしろ逆にマイ
ナスになる可能性が高い。そうなってくると，
将来世代の人は大変なので，現在の人が多少増
税の負担があるとしても，それを甘受した方が
いいのではないか。

４―３．消費税と軽減税率
消費税のもう１つの問題は軽減税率です。，

軽減税率はご存じのように２年前に決着した。，
税収減を考えると，軽減税率はあまり良くない
政策です。だから，今後もう消費税を８％から
１０％に上げるときに軽減税率を見直すのであれ
ば，やめた方がいいと思います。

４―４．消費税と駆け込み需要
むしろ軽減税率よりも，問題は駆け込み需要

に対する対応が問題です。消費税は消費税が上
がる前に駆け込み需要が起きて，消費税が上が
った後に反動で消費需要が下がる。駆け込み需
要の反動は自動車とか，住宅とか，耐久消費財
で起きる。それ以外のものでも起きる。それは

民間の経済活動にとってあまり良くない。駆け
込み需要とその反動を抑えるのが望ましい。そ
のためには何が必要かというと，１つは一時期
に極端に税率を上げるというのが良くない。明
日から税率が例えば８％が急に１５％ぐらいに倍
になると，その前にたくさん買った方が得にな
るので，急に駆け込みが大きいし，その反動も
大きい。そうすると，駆け込み需要のため，た
くさんお金を用意しなければいけないし，人も
たくさん雇って経済活動しなければいけないし，
その後，急に経済活動が落ち込んで，民間経済
活動に良くない悪影響をもたらします。駆け込
み需要とその反動をなだらかにするには，税率
は少しずつ小刻みに上げる方がいい。理想的に
は２％上げるよりは１％ずつ上げた方がいい。
だから，２０１９年に２％上げるよりは，例えば来
年１％，１９年に１％で，２％上げた方が駆け込
み需要と反動という意味では望ましい。

もう１つは，日本の場合，税率を上げること
に関して便乗値上げはけしからんということで，
税率を上げると，その段階ですぐに価格に転嫁
しようという話になっている。これは逆に言う
と，その段階で消費者の負担する価格が急に税
額分だけ上がる。これは駆け込み需要とその反
動を引き起こす。ある時期までは消費税は例え
ば８％でいい。その次の日から１０％に，２％も
上がりますとなると，そこで急に負担感が増え
る。便乗値上げを認めた方がいいと思います。
税率は例えば１０月１日に上げるとしても，その
３カ月前から３カ月後ぐらい，ある一定の期間
の間に徐々に価格に転嫁することを認める。そ
のためには内税に変えた方がいいと思います。
外税方式だと，それはなかなかやりにくい。内
税方式にして，消費者が実際に負担する価格が
なだらかに上がるように，実際の税率の引き上
げと消費者が負担する額と連動させないような
工夫が必要です。

ヨーロッパは基本的にそういった形で対応し
ている。ある時点で税率が上がっても，急に小
売価格が上がらない仕組みになっています。そ
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ういう形で駆け込み需要と反動への対策をきち
んとやる方が軽減税率をやるよりもはるかに消
費税対応としては重要ではないかと思います。

４―５．配偶者控除の見直し
所得税に関しては，去年配偶者控除の見直し

が議論になった。その後，その話は消えて，結
局，ご存じのように，配偶者控除の年収制限を
若干引き上げただけなのです。政府税調案は配
偶者控除を廃止して，夫婦控除を新設するので
した。けれども，それが迷走したのは，配偶者
控除の見直しをするときに，ネットで増税にな
ると，これはけしからんという話になった。ど
うするかということで，結果として迷走した。
税収中立の制約が税制改革の最大の制約になっ
ている。この制約を外した方がいい。

日本の税は税収額がそれほど大きくはないの
で，ネットで増税するという形の所得税の見直
しを税制改革でするべきです。基本的には配偶
者控除を廃止してしまえばいい。それだけでい
いのではないかと思います。所得税の課税ベー
スをもう少し広げて，広く薄く所得税を負担し
てもらうという形にした方がいい。消費税の引
き上げが難しければ，所得税でやるしかない。
消費税も，所得税も広く薄く取って初めて意味
がある。もちろん累進制は必要ですけれども，
極端に累進制にするよりは課税最低限を下げて，
多くの人から取る。

４―６．法人税改革
法人税に関しては，税率は下がってきている。

政策減税を縮小して，法人税の世界で税収中立
を実現しながら引き下げるというのが限界に来
ていますので，法人税に関しては税収中立の制
約を外して，税収減を前提にすべきでしょう。
全体では税収増ですけれども，法人税の世界で
は税収減になることを認めた上で税制改革をす
る必要があると思います。これはなぜかという
と，国際的に法人税に関しては課税競争のプレ
ッシャーがありますので，長期的に税率を下げ

ることが必要です。

４―７．法人税率の引き下げ
国税の税率はもちろん下がってはきている。

資料４１の図は財務省の資料ですけれども，４０％
台から３０％台，２０％台へ国税の税率は下がって
きている。数年前までは日本はアメリカと並ん
で国際的に法人税が非常に高い国だった。ヨー
ロッパやアジアの他の国と比べて極端に法人税
率が高い国だった。けれども，最近少し下がっ
てきて，アメリカよりは法人税の税率が下げて
いる。

４―８．地方法人課税の改革
法人税の税率は国税としては下がっているの

ですけれども，地方の法人課税に関してはまだ
問題が残っています。地方法人課税をどうする
かの１つの問題は，地方の法人課税を廃止でき
れば，それが一番いいのではないかと思います。
地方に関しては消費税の方が法人課税よりは課
税ベースとしてはやりやすい。なぜかというと，
法人は地域間で動きますので，法人税を地方税
として課すと，地方間での企業の立地に関して
悪影響が出ます。課すとすれば，地方に関して
言うと，やはり便益に応じた課税という原則か
ら，固定資産税と住民税を中心とした個人ベー
スで課す。企業には課さないのが地方の課税の
基本だろうと思います。

４―９．地方法人特別税
地方法人特別税は今年から法人住民税の一部

が地方法人税に税源移譲されて，暫定的な措置
として行われていた地方法人特別税が廃止され
ます。廃止された地方法人特別税は法人事業税
に復元される。しかし，消費税の増税延期で，
地方法人特別税の廃止も延期になりました。法
人税の話は消費税の増税の話とリンクしている。
本来であれば法人税は国税中心で，地方は法人
税ではなくて，地方税でやった方がいいと思い
ます。
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４―１０．税制改革の在り方
税制改正の基本的な考え方です。法人税，或

いは資本所得課税の税率はできるだけ引き下げ
る方が経済活性化，いろいろな面で望ましいと
思います。日本の場合，増税は当然必要ですが，
社会保障改革と歳出もこれからもちろん増える
ことは仕方ないとしても，無駄な歳出も結構あ
りますので，そこを削減して，必要な増収幅を
圧縮するのも大事です。

特に今後２０２０年代に入って社会保障需要が増
えることが予想されます。ここをそのまま増や
していいのか。高齢化の自然増をそのまま増や
していいのか。ここは非常に大きな問題で，例
えば高齢者の医療費の自己負担を現役世代並み
に３割にすることに関してはかなり政治的に抵
抗があります。高齢者の中にも本当の弱者の方
もいる。けれども，多くの高齢者はかなり資産
を持っている。資産を持っている高齢者でも，
フローの所得がないので医療費等を自己負担で
きないという人に関しては，医療費の本来現役
世代並みに負担すべき医療費の分を政府が債権
として持っておいて，その方が亡くなったとき
に資産から相続税よりも先に取ってしまう。

要するに，相続税は相続された人が分配した
ときに税を課す。けれども，そうではなくて，
遺産を残した段階で，政府が遺産の中で社会保
障の負担分として本来負担していただく金額を
回収する。フローの所得がなかったために負担
を見合わせた分をちゃんと債権として管理して，
資産を残したときに優先的に相続人に渡すより
も先に取ってしまう。お金はないけれども，資
産を持っている人から見ると，自分が死んだ後
の話なので，問題はない。そうすると，高齢者
の医療費の本人負担を３割にしても，実質的に
は１割とか或いは負担しなくても，その差額分
を政府が先に債権として差し押さえることがで
きる。そういう形で相続税と別の形で高齢者の
方の遺産をきちんと政府が取れば，その分税収
が増えますから，実質的に社会保障の歳出削減
と同じ効果がある。必要な増収幅をどうするか

というのはそういった工夫も必要だと思います。
労働所得税も，住民税と合わせて最高税率が

５０％ですけれども，これ以上累進税率を上げる
のは問題がある。むしろ課税最低限を下げる。
消費税と同じように広く薄く課税して，所得税，
住民税で増収を図る。住民税も均等割は非常に
少ない。均等割も極端にもっと高くして，例え
ば一律１人当たり１０万円ぐらい均等割を取って
しまうというぐらいの発想も必要ではないかと
思います。

５．ふるさと納税

５―１．落とし穴
最後にふるさと納税の話に行こうと思うので

す。ふるさと納税は最近弊害がだいぶ問題にな
っています。ふるさと納税の問題は，寄付を受
ける自治体はふるさと納税なので，そっちに住
民税が行きますから，税収はプラスです。寄付
者はふるさと納税する分だけ実は本来払う自治
体の住民税が減りますから，税負担はほとんど
ないす。しかも礼品として特産物が入ってきま
すので，寄付者は結構プラスになっている。地
域特産物を作っている生産者は販売増です。寄
付を受ける自治体も，寄付者も，それから，生
産者もプラスなので，３者がプラスで，この３
つのプラスが宣伝されて，非常にいい税ではな
いかと言っている。

みんながプラスになる話というのはどこかに
落とし穴がある。税金を移しているだけなので，
損している人は誰かというと，寄付者の居住す
る自治体です。これは主に都市部の自治体です。
本来払うべき住民税が過疎地の自治体の方に行
っているから，マイナスになっている。国は，
住民税がマイナスになると，一部は交付税で補
填しますので，その分交付税の補助金が必要な
ので，若干お金がかかるという意味でマイナス
です。これも財政赤字の拡大要因になりますか
ら，将来世代にとっても負担が増えます。だか
ら，プラスの得している人は寄付者と寄付を受

― 18 ―



ける自治体とそこでの販売業者，生産者で，損
している人は寄付者が居住する自治体と国と将
来世代ということになります。

５―２．印象的な事例
佐賀県のある小さな町で，ふるさと納税で町

の財政が良くなったので，議員の手当を増やそ
うとした。歳入８０億円のうちふるさと納税が４
分の１だった。特産の佐賀牛を出すということ
で，お金が入ってきた。ふるさと納税の寄付者
から「議員の報酬のために寄付したわけではな
い」という苦情が殺到して，結局，撤回された。

５―３．住民税の減収額（２０１７年度）
住民税の減収額は，ふるさと納税がネットで

簡単にできるようになって，ネットですごいサ
イトがいっぱいできますので，都市部の高額納
税者がふるさと納税を使います。去年の住民税
の減収額が２，０００億円近い。東京，神奈川，大
阪，愛知では数百億円の減収額になってくる。

寄付は豪華な返礼品を贈っている自治体に特に
集中するので，過熱する返礼品競争の見直しが
課題になっている。

５―４．改革の方向
これをどうするかということなのです。総務

省は過大な礼品を禁止すると言っている。けれ
ども，それだけでは根本的な解決にならなくて，
ふるさと納税は抜本的に変える必要がある。１
つは，礼品は一切禁止です。出すとしても，名
目的に絵葉書程度です。要するに，赤い羽根の
羽根ぐらいで，寄付をしましたという名目的な
お礼ぐらいで，一切礼品を禁止する。

もう１つ重要なことは，ふるさと納税なので，
ふるさと，つまり，自分の居住地にしか納税で
きないようにする。今はふるさと納税といいな
がら，どこの自治体にも納税できる。自分のふ
るさとに関係ないところまで納税するので，納
税競争が起きて，弊害が起きる。本来は自分の
居住している自治体に納税して，礼品を禁止す
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る。そうすると，事実上住民税を自分の自治体
に寄付する。住民税と何が違うのかという話に
なります。違いは住民税の使い道を納税者が特
定できる。ふるさと納税は自分の居住している
自治体しか納税できない。しかし，自分の居住
している自治体は「ふるさと納税」の使い道を
複数提示する。

例えばある自治体が子育て支援のためにこう
いったプロジェクトをする。或いは公園を整備
するために使う。或いは下水道整備をするため
に使う。いろいろなプロジェクトがあり得る。
そういったプロジェクトを複数出して，或いは
その自治体が支援する非常に公的なメリットの
ある NPO 法人への補助金に使うとか，幾つか
のパッケージを示して，そのうちのどれかに自
分の住民税の何割かを特定できるような形に変
わる。これは事実上ふるさと納税から納税者投
票に変えるということなのです。

５―５．納税者投票
納税者投票は，所得税，住民税の使い道の一

部を納税者自身が指定するというこです。自分
の自治体に住民税は行くのだけれども，納税者
投票しなければ，その自治体の首長さんなり，
議会が予算を作って，そこで配分を決める。け
れども，それは納税者の意向とは乖離している
可能性もある。そのときに納税者の意向をある
程度反映させるために住民税の一部を自分が必
要だと思っているものに使うように納税者が使
途を特定できるようにする。これが納税者投票
の意味です。これを住民税でやっておいて，そ
れが定着すれば，所得税で国の予算に関しても
やる。これは究極の特定財源は目的税です。所
得税，住民税の納税者は勤労世代なので，勤労
世代の意向が政策に反映される。

これをいろいろな歳出を担当している政策当

局から見ると，自分の担当している政策が非常
にいいのだということを納税者にアピールする
必要がある。社会保障関連がいいのか，公共事
業関連がいいのか，文教関係がいいのか。いろ
いろな歳出ごとにプロジェクトを出して，それ
らに対して納税者はどっちがいいかを，使途を
特定する形で税金の一部をそこに入れます。ど
ういったものを納税者が望んでいるかがはっき
りします。政策当局の説明責任が要ります。こ
れに NPO を加味すると，NPO 寄付への財政
支援としては非常に有効なものが出てきます。

こういう形に変えるのが現行のふるさと納税
よりはいいのではないかと思います。ふるさと
納税という仕組みがあるわけですから，居住す
る自治体しかふるさと納税できない形にして，
礼品を禁止すれば，納税者投票にすぐに変える
ことができる。そっちの方がはるかに良い。今
の日本では，住民税をたくさん払っている人が
私的に礼品をもらって，得をするというわけの
わからない不公平の制度です。それよりははる
かに公平感があって，しかも政策当局と納税者
のギャップも小さくなる。

大体時間が来ましたので，以上で終わりにし
ます。基本的に今日のお話に興味のある方は，
私が去年書いた本，特に最初の『消費増税は，
なぜ経済学的に正しいのか～「世代間格差拡
大」の財政的研究～』というダイヤモンドの本
があります。今日の話に関連した内容がかなり
ありますので，もし興味のある方は読んでいた
だければと思います。

２番目のものはテクニカルなので，アベノミ
クスに興味のある方は２番目も読んでいただけ
ればと思います。

以上で，今日の話は終わりにしたいと思いま
す。どうもご清聴ありがとうございました。
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討論会 ９月１２日�・午後

慶應義塾大学法務研究科教授 佐藤 英明
総務省自税務局長 内藤 尚志

株式会社日立製作所取締役 租研副会長 中村 豊明
財務省主税局長 星野 次彦

岩﨑 政明

●参加者（五十音順）

税制改革を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～７１頁」に掲載されています。

司会 横浜国立大学大学院国際社会科学
研究院（法科大学院）教授
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はじめに

（岩﨑） ご紹介いただきました，横浜国立大
学の岩﨑政明でございます。法科大学院で租税
法を担当しています。本日の司会を担当させて
いただきます。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

さて，世界の税制改革の動向は，米国トラン
プ大統領の改革方針がなかなか決まらず，また
EU においてもイギリスの離脱交渉がうまくま
とまらないということから，不明瞭さを増して
きています。さらに，経済の方も新興国の景気
悪化やテロなどの影響を受けまして，将来的な
不安が増してきているという状況にあります。

これに対しまして，日本国内の経済の方は，
昨今の企業の業績改善や雇用・所得環境に改善
が見られまして，安定的な成長が報道されてい
ます。とはいえ，将来的には少子化による生産
年齢人口の減少や高齢化，そして社会資本の老
朽化に対処するため，財政支出が増大するとい
うことが予想されていますので，平成２９年度税
制改正におきましても，国税及び地方税両面に
わたりまして税体系全般にわたるオーバーホー
ルが着実に進められつつあるところであります。

本日は，このような税財政の構造変革期にお
ける現在の取り組み状況につきまして，財務省
星野主税局長，そして総務省内藤自治税務局長
をお迎えしてご説明いただき，これに対して租
税法の専門的立場からは佐藤教授に，また企業
活動の現実的観点からは中村租研副会長に，そ
れぞれご意見を開陳していただきながら討論を
進めさせていただこうと思っています。

進行に当たりましては，前半と後半２つに分
けまして，まず前半においては国の税財政につ
きまして星野主税局長からご説明いただいた上，
これに基づいて佐藤教授と中村副会長からご意
見を頂き，その後，星野局長からそれに対する
お答えを頂くということにいたします。その後，
後半におきまして，内藤自治税務局長から地方

税財政につきましてご説明いただきまして，そ
れに対しまして同様に佐藤教授と中村副会長か
らご意見を頂き，その後にご回答いただくとい
う手順で進めさせていただこうと思います。

それでは，早速まず国の税財政に関する中長
期的課題，そして現下の税制改革の動向につき
まして，星野主税局長からご説明をお願いいた
します。

Ⅰ．税・財政の現状と課題

（星野） 岩﨑先生，ありがとうございます。
ご紹介いただきました主税局長の星野でござい
ます。租研の関係の皆様におかれましては，日
頃より税制，また税務行政全般にわたりまして，
様々な形でご指導ご支援いただいているところ
でございます。冒頭，まず，前もって御礼を厚
く申し上げます。ありがとうございます。

本日のテーマに基づきまして，まず私の方か
ら「税・財政の現状と課題」という資料に沿い
まして，概括的な説明をさせていただきたいと
思います。

１．最近の経済情勢

冒頭の資料②～⑧が現在の経済状況について
の資料でございます。岩﨑先生からもお話がご
ざいましたとおり，経済は大変好調な状況にご
ざいます。資料②は，現在の安倍政権が発足前
と現在と比べてかなり経済指標が良くなってい
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るということを概括的に付けたものでございま
す。

次に資料③を見ていただきますと，景気循環
で見てみましても，事後的な検証を待つ必要も
ございますが，現在のこの景気拡張期間は史上
第２位ということで，いざなぎ景気と並んで５７
カ月続いているということでございます。
資料④でございますが，先般発表になりまし

た GDP の成長率を見てみましても，６四半期
連続でプラスが続いていまして，改定で若干下
がりましたものの，年率２．５％が直近の数字で
ございます。例えば消費についてもかなり好調
に伸びていますし，最近は公需も出てきている
ということで，こうした好調な景気の局面がう
まく回っていくことを引き続き期待していると
いうことでございます。

世界経済を見ましても今のところはかなり状
況が良いわけでございますが，何といっても雇
用・賃金の状況が好調でございます。資料⑤を
見ていただきますと，有効求人倍率は１．５２倍と
なり，史上初めて全都道府県で１倍を超えてい
ますし，賃上げにつきましても４年連続でベー
スアップが図られました。また，総雇用者所得
の伸びを見ましても直近２．１％ということで，
雇用者数の増加や賃金の伸びを受けて，全体の
所得が伸びているということがうかがわれるわ
けでございます。

また，こうしたことを背景に，企業収益は大
変好調でございます。資料⑥を見ていただきま
しても，企業の収益は大変に伸びているという
ことでございます。ただ，欲を言いますと，設
備投資についてかなり順調には伸びてきていま
すが，伸びが若干鈍化していることや，労働分
配率についてもかなり低い水準になってきてい
るといったようなことが指摘されています。

また，ここ最近ずっと議論になっていますが，
企業の内部留保，これ自体が非常にたまってい
まして，これについて例えばもう少し国内の投
資や賃金引上げに回らないのかといったような
指摘もありますし，現金・預金がかなり増えて

きているということについても議論がございま
す。

この点については，企業の方も，例えば海外
の M&A 資金ですとか投資有価証券という形
で内部留保を確保されているというご意見もあ
りました。こういうことも含めて，税制につい
てどう考えていくかというようなことも議論に
なっていくかと考えています。

今の経済状況自体は非常に良い状況ですが，
もちろん課題がございます。まず，資料⑧をご
覧いただきますと，GDP ギャップの推移とい
うことでございます。これまでずっと供給過剰
の課題，需要不足ということが言われてきたわ
けですが，人手不足ということを背景に供給過
剰の課題が解消に向かっています。GDP ギャ
ップがむしろプラスということで，ギャップが
解消されてきているということが見て取れるか
と思います。政策面で考えますと，マクロ的な
需要の追加ということではなくて，供給力を高
めていく，生産性を上げていくための構造改革
がむしろ政策的にはこれからますます必要にな
ってくる局面だということが言えようかと思い
ます。

人手不足の話について，資料⑨を見ていただ
きますと，いわゆる生産年齢人口につきまして
は，左側のグラフの真ん中の点線ですが，１９９０
年代の半ばから減少傾向に入っています。しか
し，最近の労働力人口を見ますと，横ばいない
しは若干の増加ということになっています。
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この内訳を見てみますと，資料⑩の右側のグ
ラフです。例えば就業者数は，ここ４年ぐらい
で１８５万人増えているわけでございますが，お
年寄りと女性の雇用者・就業者数が増えている
ということで，生産年齢人口の減少をここでカ
バーしているということであります。雇用形態
で見ていただきますと，非正規の形でかなり増
えてきているということでございます。今後さ
らに生産年齢人口の減少が見込まれる中で，こ
ういう形で労働力のカバーをしているわけであ
りますが，それもやはり限界があるわけでござ
いまして，人手不足に対してどのように構造改
革をし，対応していくのかということが課題に
なっていくというのが１つでございます。

次に，資料⑪，資料⑫を見ていただきますと，
わが国の労働生産性でございます。最近，日本
企業の収益力，労働生産性がかなり高くなって
きているのは事実でございます。ただし，諸外
国と比べてまだまだ低い部分がありまして，そ
の差がなかなか諸外国と縮まらないということ
でございます。

あと，総労働時間と労働生産性の関係を見ま
すと，逆相関といいますか，負の相関関係があ
ると言われています。こういったことを背景に，
或いは働き方改革によって生産性を上げていく
必要があるということが１つの大きな政策的な
課題ということが言えようかと思います。

それを踏まえまして，資料⑬から働き方改革
の話でございます。本年６月に閣議決定された，
いわゆる骨太の方針でこの点についても触れら
れていまして，下線のところを見ていただきま
すと，「雇用・所得環境が改善する一方，日本
経済は，潜在成長力の伸び悩み，将来不安から
の消費の伸び悩み，中間層の活力低下といった
課題を抱えている」と記載されています。これ
に対して今取り組んでいます働き方改革は，潜
在成長力の底上げにもつながる第三の矢・構造
改革の柱となる改革でありまして，生産性向上
の成果を働く人に分配することで，賃金の上昇，
需要の拡大を通じた成長を図る成長と分配の好

循環の構築にもつながるということで，働き方
改革による構造改革を進めていくという問題意
識が骨太の方針にもはっきり書かれているわけ
でございます。

本年３月には働き方改革実行計画の中で，こ
の働き方改革のメニューはいろいろありますが，
各般のメニューを取りそろえて今後実行してい
くということが決められたわけでございます。

今後の構造改革としては，大きく２つの柱が
考えられるわけでございます。資料⑮を見てい
ただきますと，今申し上げました人材への投資
を通じた生産性向上ということが骨太の方針に
書かれています。例えば働き方改革，人材投資・
教育と財源確保の問題や消費の活性化といった
ようなことがまず１つの大きな柱として考えら
れるわけでございます。

それからもう１つの柱が，未来投資戦略でご
ざいます。これも骨太の方針と一緒に本年の６
月に閣議決定されたわけでありますが，いわゆ
る Society５．０の実現ということでありまし
て，５つの戦略分野に当たって，例えば，IoT
やビッグデータ，AI などを使ってイノベーシ
ョンを取り入れていき，それによって課題を解
決していく社会を目指そうということでござい
ます。こういう Society５．０の目指すべき戦略分
野と併せて横割りの課題ということで，例えば
データの利活用の基盤・制度の構築，規制の「サ
ンドボックス」の創設，規制改革・行政手続の
簡素化等々の課題が載っていまして，これらの
人の話と未来型のこういった投資を進めていく
ということが，２つの大きな政策課題としてあ
るということでございます。

２．財政健全化をめぐる状況

こういうことを踏まえた上で，日本の直面し
ている構造の問題の１つ，最大の問題の１つは，
やはり財政問題だということが言えようかと思
います。資料⑰以降，数ページにわたりまして，
財政の現状の資料を載せています。財政が悪化
している状況，それから，その要因である社会
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保障給付費の増加に伴う公費負担の増加を解決
するために，これまで社会保障と税の一体改革
を進めてきましたし，消費税率の二段階の引上
げ，また子ども・子育てに対して消費税収を充
てていくような枠組みを決めたということにつ
いて，資料に載せているわけでございます。
資料㉒をご覧ください。今後の財政について，

若干数字を見ていただこうかと思います。これ
まで何度か目に触れたことはあろうかと思いま
すが，これは内閣府が出していますいわゆる中
長期試算でありまして，本年７月に出されたも
のでございます。これには，経済運営がかなり
うまくいった経済再生ケースと，足元，潜在成
長率並みで将来にわたって推移した場合のベー
スラインケース，２つのケースについて経済シ
ナリオを置いています。経済再生ケースという
のは，大体３％の後半，平均すると名目３．８％
ぐらいの成長が続いていくという前提でござい
ますが，そういう状況が続いたときに，２０２０年
の PB 黒字化という目標も含めて，財政がどの
ようになるかということを試算したものでござ
います。
資料㉒にございます右下の折れ線グラフのう

ち，上の線で示されているのが経済再生ケース
でございますが，これは経済が非常にうまくい
った前提で，２０２０年の PB 黒字化にはまだ８．２
兆円のギャップがあるということがこの表から
見て取れるかと思います。これは，先ほど申し
上げましたとおり非常に好調な成長を続けると
いうこと，消費税率が２０１９年１０月に１０％に引き
上げられるということ，加えて軽減税率がその
ときに実施されるわけでありますが，その財源
としては総合合算制度の分の４，０００億円分は既
に織り込まれているということが前提になって
います。このようにかなり好調な税収が入って
くるということを前提としましても，なかなか
厳しい状況であるということがこれから見て取
れるわけでございます。

また，２０１８年度は経済・財政再生計画の集中
改革期間の３年目ということでございまして，

集中改革期間の最終年ということであります。
今年の予算編成では，例えば医療や介護の報酬
改定がございまして，歳出面にとっても例年に
も増して非常に大事な年であります。２０１９年１０
月の消費税率引上げを着実に行っていくために
も経済環境を整えていく必要があります。そう
いった議論をこれからやっていく上で，今申し
上げた歳出をいかにうまく効率化できるかとい
う話，それから経済成長に伴って税収もある程
度増えていきますので，そういうこともある程
度見極めた上で中間整理を行い消費税率引上げ
を着実に行っていく中で，２０２０年の展望をして
いかないといけないと考えています。

最大の財政の問題についてはやはり消費税で
ございますので，そういった議論がこれから行
われていくということでございます。これに関
連して税収等について見ていただこうと思いま
す。
資料㉓をご覧ください。これまでの税収の推

移のグラフでございます。棒グラフで示されて
いるのが全体の税収，その下の折れ線グラフが
所得税，法人税，消費税の３税目についての税
収の推移を示しているものでございます。リー
マンショック後，かなり順調に税収は伸びてき
ました。特に景気回復局面で法人税等の税収が
伸びてきたのと，消費税率の５％から８％への
引上げによって税収が伸びているということで
ございます。比較的順調に税収が伸びてきてい
ます。若干特殊要因もありまして，２８年度につ
いては２７年度よりも税収が落ちていますが，今
後の税収についても，今の経済状況が続けば，
税収についてはそれに比例して増えていくとい
うことを予想しています。

先ほど見ていただきました経済再生ケースと
ベースラインケース，それぞれの今後予想され
る税収が，右側に２本の棒グラフで示されてい
ます。仮に経済運営がうまくいった場合には，
この右側の薄い色の棒グラフから左側の濃い色
の棒グラフの方にできるだけ税収が近づいてい
くということになるわけでございますが，そう
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いった経済環境をこれからも続けていけるよう
に何とかしていくことが課題だということであ
ります。

これに関連しまして，成長率と税収との関係
について，いわゆる税収弾性値が非常に高いの
ではないか，したがって経済成長すればそれを
かなり上回る税収が入るのではないか，といっ
たような主張がなされることが一時期ございま
した。資料㉔から資料㉖にかけて，その点につ
いての資料を付けさせていただいています。

結論として申し上げますと，消費税や法人税
というのは，結果として経済成長にほぼパラレ
ルな形でしかその税収が入ってきません。法人
税については，一時期景気回復をするその局面
の数年間だけは赤字法人から黒字法人に変わっ
たり，繰越欠損金がなくなるような過程ではそ
れまで法人税を納めていなかった企業が納める
ようになったりということで，不連続に税収が
増えるという局面はないわけではありません。
しかし，ある程度成長が続くような局面が続け
ば，今申し上げたように，経済成長と税収とい
うのはほぼパラレルに税収弾性値は１に近い形
で伸びていきます。

唯一所得税だけは累進税率になっていますの
で，１を超えた率になるわけでありますが，こ
れも昔に比べれば累進構造がかなりなだらかに
なってきていること，それから昔よりは消費税
のウエートが大きくなってきているということ
で，税収全体で見てみますと弾性値はほぼ１に
近い形になってきていると考えるのが妥当でご
ざいます。これからの財政の推移を考えるに当
たっても，そういった税収弾性値がものすごく
伸びるというような，ある意味制度にそぐわな
いような仮定を置いて考えるというのは慎まな
いといけないのではないかと考えています。

次に資料㉗，資料㉘をご覧ください。個人消
費との関係を見てみますと，消費税率引上げに
伴って消費が非常に低迷したということが指摘
されました。これは，昨年 GDP 統計の基準の
改定が行われたわけでありますが，改定前の数

字で議論するのと改定後の数字で議論するので
はかなり見え方が違うということでございます。
資料中の折れ線グラフのうち，１７年基準の方の
グラフが基準の改定前の消費支出の推移を示し
ておりますが，こちらを見ますと，名目と実質
のどちらも確かに消費税率引上げ後にものすご
く低迷し，横ばいないしはマイナスになってい
ます。一方，基準の改定後である２３年基準の方
のグラフを見ますと，必ずしも消費税率引上げ
をまたいで消費がものすごく悪くなったという
ことではありません。もちろんそんなに伸びて
いないところもありますが，それでも消費税率
引上げを挟んで比較的消費は回復してきている
ということが言えるわけでございます。そうい
う意味では，そのファクトに基づいて政策判断
をしていく必要があるかと思います。

消費の関係でもう１つご指摘しておきます。
資料㉘をご覧ください。最近将来に備える意識
と申しますか，将来不安のために消費を抑える
傾向が，特に若年層を中心に見られるというこ
とでございます。例えば右側のグラフを見てい
ただきますと，２９歳以下のところで年を追うご
とに消費性向が低下しているというような傾向
が見て取れます。これも，今後，社会保障制度
や消費税率引上げを巡ってやはり考慮に入れて
いかないといけない点と考えています。

最後に，財政関係で若干トピックス的なこと
を申し上げます。資料㉙をご覧ください。最近，
政府が出している国債を日銀がどんどん買い入
れているということがあります。それで，日銀
と政府のバランスシートを統合してみると，同
じ公的部門なので，日銀が買い入れた国債につ
いては相殺できてしまいます。そうすると，日
本の財政というのは大丈夫になっているのだと
いうような指摘をされる方がいらっしゃいます。
その点については，日銀のバランスシートの見
方についてやや誤解，ミスリードなところがあ
ると考えています。日銀の B/S について，例
えば日銀券ですとか当座預金は全て日銀の負債
になります。例えば，金本位制みたいなことを
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考えますと，日銀は銀行券を出して日銀の持っ
ている資産といつでもある意味交換できるから
こそ，日銀券というのはその信用力を持って通
用しているわけであります。ある意味，日銀に
とってみれば，日銀が持っている資産との引換
券みたいな意味なので，それは日銀にとって負
債なわけであります。日銀券にしましても，当
座預金にしましても，いずれも負債であります。

従いまして，日銀が政府の国債を買い入れて
代わりに日銀券や当座預金を出しているという
状況を考えますと，国債の部分については確か
に相殺できるわけでありますが，その分日銀の
負債が膨らんでいるわけでございまして，トー
タルとして国と日銀を両方統合して見るという
のは，それはそれで日銀が財政問題に巻き込ま
れているということを見る意味では統合して見
られるのかもしれませんが，トータルとして見
ました国と日銀の最終的な負債超過額は変わり
ません。何ら変わらないので，それでもって公
的部門の財政問題が楽になっているとか，クリ
アされているということには，決してならない
ということであります。最近，そういったやや
ミスリードな議論がありますので，補足してご
説明したところであります。

３．最近の税制改正

税制の話でございますが，最近の税制改正に
つきましては，資料㉛に安倍政権ができて以降
の主だった税制改正の事項を載せています。こ
れまではデフレ脱却・経済再生ということに重
きを置いてきましたが，３年目以降はどちらか
といいますと抜本改革と申しましょうか，構造
改革を税制上も進めています。その１つの例が，
いわゆる成長志向の法人税改革でございます。
課税ベースを拡大しながら法人実効税率の引下
げを行い，これによって企業になるべく稼ぐ力
を持ってもらおうという方向に政策のかじを切
っていこうということで行っています。

また，所得税改革についても，俎上に載せて
議論を行っているということであります。

法人税改革の考え方につきましては，資料32
に与党の税制改正大綱の考え方を載せていると
ころでございます。ここに書いてありますとお
り，法人課税をより広く負担を分かち合う構造
へ改革することによって，稼ぐ力のある企業等
の税負担を軽減することによりまして，企業に
対して収益力拡大に向けた前向きな投資，継続
的・積極的な賃上げが可能な体制への転換を促
すという狙いを込めて，法人税改革を行ってき
ています。この結果として，日本の法人実効税
率はヨーロッパの先進国，ドイツとほぼ同じぐ
らいの水準まで下がってきているということで
ございます。

もう１つが，所得税改革を行ってきていると
いうことでございます。これは，先ほど申し上
げました人手不足がだんだん深刻化してきてい
る中で，働き方の自由度を高め，また所得再分
配機能の回復にも着目して行っている改革でご
ざいまして，配偶者控除等の見直しを２９年度の
改正で行ったということでございます。

４．税制の構造改革

所得税改革の考え方につきましては，資料39，
資料40をご覧ください。本年の骨太の方針の中
でも，「個人所得課税については所得再分配機
能の回復や多様な働き方に対応した仕組み等を
目指す観点から，引き続き丁寧に検討を進め
る」と書いてございます。大きく所得税改革の
考え方は３つほどに分けられるかと思います。
昨年の与党の税制改正大綱を資料40に載せてお
りますので，後ほどご覧いただければと思いま
す。

１つは，この四半世紀に起こってきている経
済社会の構造変化の中で，例えば若者を中心と
して，若干所得水準の低下が見られます。そう
いうことを背景として，晩婚化ですとか，少子
化が進んでいます。従いまして，若い人に光を
当てるという意味も含めて，所得再分配機能を
もう少し高めていくのがいいのではないかとい
う論点が１つです。
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それから，働き方がものすごく変わっていく
中で，今の所得税の構造がどちらかというと所
得の種類に応じて所得計算上の控除がまちまち
になっています。これをもう少し横断的な制度
に切り替えていくことによって，働き方が変わ
っていくことに所得税として対応していけるよ
うにしようという話が第２の論点です。

最後に，第３の論点が，これからは公的年金
がそれほど伸びない中で，老後に向けた資産形
成を各個人が行っていくに際して，それに対応
する税制について，今はかなり金融商品間です
とか，私的年金の種類に応じて税制がまちまち
になっているわけでありますが，そういったも
のをなるべく横断的な制度に変えていこう，そ
れでもって老後に向けた資産形成を安定的に後
押ししていこうという３つの論点が大きな論点
でございます。

２９年度の配偶者控除等の見直しについても，
今申し上げました３つの論点の１，２にある程度
対応して決めたわけでありますが，最近の国の
働き方改革の議論の中で，本年の秋以降特に議
論を深めないといけないと考えていることにつ
いては，資料41以下の話でございます。働き方
の多様化について，対応していく必要があろう
かと考えています。

最近皆様方がよく耳にされるのが，シェアリ
ングエコノミーとか，クラウドソーシングとい
ったことでして，大きく働き方の環境が変わっ
てきています。これまで個人ベースで自分の持
っているものとかスキルとか，車だとか場所だ
とかそういったものについて，それらのニーズ
がどこにあるかということは個人ベースではわ
からなかったわけですが，こういったプラット
フォームが作られることによって，どこにニー
ズがあるか，コンピューターを通じて把握でき，
ネットを通じて提供でき，なおかつ簡単に決済
もできるという技術革新が格段に進んだという
ことでございます。

そういう中で，個々人がある程度こういうこ
とを利用して，例えばサラリーマンでも週末を

利用してそういった起業を行うとか，事業を行
ってみるとか，女性で言いますと子育ての傍ら
スキルを持っているなら，これを多少そういっ
たマーケットに出してみようかといったような
人が出てくるということでもあります。

また，会社側からしてみましても，クラウド
ソーシングで不特定多数の人にある程度会社の
中の業務を外注できる，かなり簡単にできると
いうようなことになりますと，正社員の雇用を
ある程度抑えた上でこういったクラウドソーシ
ングによって仕事をしてもらう人を見つけると
いった環境にこれから変わっていくということ
であります。こういうことも踏まえて転職しよ
うというような人も増えるでしょうし，また，１
カ所にずっと勤めるのではなくて，会社を変わ
っていくときにその変わるちょうど端境期のと
きに例えばこういう働き方でつないでいくとい
うようなことも起こるでしょう。

恐らく働き方が非常に変わっていくわけです
が，こういった変化を念頭に置いたときに，今
の所得税というのはやはり若干古く，対応しき
れていない部分がございます。

例えば，資料45以下を見ていただきますと，
１つは諸外国と比べて所得税，個人所得課税の
負担率がまず低いという問題が日本の場合はご
ざいます。これを見ていただきますと７．８％と
いうことで，欧米１０％台に比べて低いでわけで
あります。この理由は，１つは税率が低い部分
がかなり多いというのがありますが，あとは課
税ベースが控除によって大きく浸食されていま
す。特に給与所得控除が諸外国に比べて非常に
大きいということが言えようかと思います。
資料47を見ていただきますと，所得計算の方

法として今の所得税というのは収入の種類が
区々に分かれていまして，例えば給与収入です
と給与所得控除という大きな控除があり，公的
年金であれば公的年金等控除という控除があり
ます。こういった働き方の種類が違うときに，
適用になる控除がかなり区々に分かれています。
これらをもう少し束ねて考えることができない
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か，むしろ人的な控除の方にシフトさせること
ができないかというのが１つの問題意識であり
ます。
資料48をご覧ください。給与所得控除を見て

いただきますと，各国に比べてかなり日本は大
きいものになっています。これは，実際のサラ
リーマンが支出している年間の支出額に比べて，
かなり大きなものになっています。

それから，公的年金等控除につきましては，６５
歳以上の方は１２０万円の控除の上乗せが認めら
れているわけでありますが，これから定年にな
って以降も，先ほど言った環境変化の中で年金
をもらいながらさらに自分でお仕事をされる方
も増えていくと思います。そういった年金以外
の所得がある場合に，公的年金等控除をどうし
ていくか，これだけ大きな控除を認めていいか
どうかというようなことが議論になります。ま
た，退職所得の在り方を見てみますと，今の退
職所得というのは実は１カ所で長いこと勤める
ようなタイプの働き方をある程度念頭に置いた
ような制度になっていまして，これについても
どうしていくかというようなことが制度上は問
題になろうかと思います。

今申し上げた多様な働き方を踏まえた所得計
算の仕組みですとか，働き方の変化を踏まえた
退職所得ですとか，公的年金等控除の在り方と
か，さらに問題になるのは，こういった働き方
が変わっていく中で所得把握をどのようにやっ
ていくのかということであります。これまでの
ように会社を通じてということではなくて，個
人個人のレベルで仕事の請負を行うというよう
なときに，そういった情報をどのように把握し
ていくのかということが課題になるわけでござ
います。そういったことについても，個人所得
課税を考えるもう一方の制度上の対応として，
納税環境なり，所得把握の仕方ということを考
えていく必要もあろうかと考えています。

５．納税環境整備に関する動き

資料53をご覧ください。納税環境整備に関し

ましては，こういった個人の所得の話と併せま
して，例えば法人に関する納税環境みたいなこ
とも併せて考えていく必要があろうかと思って
います。本年の骨太の方針で，グローバル化や
ICT 化が急速に進展する中で，納税者利便を
向上させるとともに，適正・公平な課税を実現
し，税に対する信頼を確保するために，制度，
執行体制の両面からの取り組みを強化するとい
うことがうたわれています。キーワードとして
は，納税者の利便性の向上，それと適正・公平
な課税と両方を追求していくということかなと
思っています。

近年，納税環境の整備につきましては，ICT
化の活用を通じて，手続の合理化・簡素化を考
えていく必要があるということで，例えば規制
改革推進会議の中で行政手続のコストを２０％以
上削減していこうというようなことが今年議論
されました。そういう中で，税制の手続につい
ても，例えば法人税などに関しては大法人につ
いて電子申告を義務化していったらどうかとい
った議論などが出てまいりました。
資料56を見ていただきますと，問題意識と検

討の視点ということで書かれていますが，高度
情報化社会に対応した納税環境の整備というこ
とで，納税に関して ICT の更なる活用を通じ
て，手続の合理化・簡素化を進めて，納税者に
とって利便性の高い納税環境を整備する必要が
あります。例えば電子申告の利便性向上と普及
促進であります。あと，日本の場合は韓国やド
イツと並んで年末調整が行われていますが，年
末調整事務の電子化をさらに進めていくという
ようなことが必要かと考えています。

さらにその下，働き方や収入の稼ぎ方の多様
化への対応ということで，これも税制全般に対
する国民の信頼を確保する観点から，所得税の
あり方を，先ほど申し上げたような検討を進め
るとともに，適正運用を確保するための手続の
あり方について検討することが重要ということ
でございます。

今申し上げたいろいろな環境変化については，
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各国ともいろいろと頭を悩ませて検討している
ところでありまして，政府税調などでもそうい
った実態の報告を行いつつ，今後各国の制度も
参考にしながら，日本でどういった納税環境，
納税の手続制度の整備を図っていくかというこ
とについて，この秋，さらに議論を深めたいと
考えています。各国の制度のあらましについて
は概要を資料55に参考で載せさせていただいて
いるところでございます。

６．国際課税

国際課税につきましては，BEPS プロジェク
トが進んでいます。これは一昨年の１０月に
BEPS の最終報告書が出されまして，各国がそ
れに基づいて国内の法制化を進めているところ
でございます。２９年度改正では外国子会社合算
税制について制度の整備を行ったわけでありま
す。今年につきましては，６月にいわゆる多数
国間条約である BEPS 防止措置実施条約に我
が国も署名しております。資料59を見ていただ
きますと，その概要が載っています。BEPS の
最終報告書ではいろいろな勧告を行っているわ
けですが，このうち租税条約に関する勧告を実
施するためには，租税条約を個別に改正する必
要があります。しかしながら，租税条約は全世
界で３，０００本以上あると言われていまして，個々
の租税条約を改正するのは非常に大変です。

一方，この多数国間条約によれば，加盟した
国は，自国の租税条約のうち，どの租税条約に
ついてこの多数国間条約を適用するかとか，そ
れからどの措置を適用するかということを各国
が任意に選択でき，各租税条約の両締約国の選
択が合致した場合にこの多数国間条約の規定が
適用されることとなります。そのため，各租税
条約を個別に改正しなくても二国間で行う租税
条約の改正と同じ効果をもたらすことができる
画期的な条約であると言えます。

BEPS プロジェクトには１５個の行動計画があ
りますが，その中の行動２，６，７，１４の最終
報告書に含まれる租税条約に関する勧告がこの

多数国間条約の対象になっています。今後の検
討課題としましては，行動７「人為的な PE の
認定回避」が特に重要であると考えています。
従来 PE 認定されなかった場所ですとか代理人
PE について今回この条約の関連で勧告がなさ
れていまして，例えば，従来は保管や引渡しの
ためのみに使用される場所というのは PE 認定
されなかったわけですが，実際にその活動が準
備的・補助的な性質のものでなければ PE 認定
できるといったような PE の概念を見直すとい
うことや，代理人 PE の範囲を拡大するという
ことが盛り込まれています。このような点を中
心に，今後は国内の法整備を進めていきたいと
考えているというのが，国際課税関係の１つで
ございます。

７．米国の法人税改革

最後に，法人税の関係でこれから影響があり
そうな話としまして，アメリカの税制改正の話
があります。資料63以降に若干資料を掲載させ
ていただきました。これはもともと税制改革の
中身，例えば国境調整措置なども含めて日本の
企業が増税になるのではないかということで大
変心配されていましたが，結果的には国境調整
措置は取らないということが本年７月に政府の
方から発表されました。最新の状況としては，
資料63に記載しております。トランプ大統領が
８月３０日に演説を行いまして，今アメリカの法
人税率は３５％でありますが，これを理想として
は１５％まで引き下げたいということを言った上
で，基本的には議会の方できちんと検討してほ
しい，取り組んでほしいということで，議会の
方に球が投げられたということになっています。

ただし，今申し上げた国境調整措置でもって
ある程度財源が出てくるのではないかと言われ
ていた話，それからいわゆるオバマケアの見直
しによって出てくると言われていた財源の話，
そういったものが難しい状況になってきていま
すので，議会の方の検討次第ではありますが，
どれぐらい実際に財源を得て法人税，また所得
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税等の税率引下げが提案されてくるかというこ
とについては，まだまだ予断を許さない状況で
あり，関心を持って見守っているというところ
でございます。これが仮に何らかを引き下げる
みたいな話になったときに，各国にどのように
影響するかということは，今後のある意味予断
を許さない点かなと考えています。

私からは以上でございます。ありがとうござ
います。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 星野主税局長，ありがとうございま
した。それでは，続きまして，佐藤教授から，
租税法の観点からご意見を頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．税・財政の現状と課題への意
見

（佐藤） 慶應義塾の佐藤英明です。どうもあ
りがとうございます。星野局長，大変多くのデー
タや情報を簡潔にまとめてくださいまして，あ
りがとうございます。大変勉強になりました。
国税に関しては，総論的に３点申し上げたいこ
とがございます。

〔個人にかかわる税制の全体像について〕
まず，これから個人に関わる税制がどういう

全体像になるのだろうかということを考えます
と，今後税収における消費税のウエートが増え
ていくということは不可避です。他方，比例税
率で，かつ，担税者の人的事情を考慮すること
ができないという消費税の性格を考えますと，
国民の皆様の負担としては，まず消費税で薄め
に広く負担していただき，その上でいわばその
上に乗る感じで，所得税で担税力の比較的大き
な納税者に比重を置いて追加的な負担を頂き，
そういう構造を相続税と贈与税が補完するとい
うような将来像になるのではなかろうかという

ように，私は考えています。

〔所得税の累進度について〕
第２点ですが，そういう所得税の位置付けを

考えましたときに，所得税の累進度を維持して
いくということは税制の公正さを保つ上で極め
て重要な論点になろうと思います。税調に出し
ておられました資料を拝見しますと，現在の所
得税では約４，９００万人の納税者のうち，５８％が
最高税率５％，それから１６％が最高税率１０％の
適用ということであり，２０％以上の最高税率が
適用されているのは所得税の納税義務者のうち
で約１６％にすぎないという状況であります。所
得税の累進度という観点から見たときに，当局
がこの点をどのように評価しておられるのか，
大変興味のあるところであります。

〔人的控除のあり方について〕
総論の第３点として，先ほどのお話でもお触

れになりましたが，２９年改正で配偶者特別控除
が拡充されるとともに，配偶者控除が消失控除
化された点が重要だと思います。人的控除は税
額控除とせずに所得控除で維持するべきであり，
また一定の人的控除は消失控除化して所得税の
累進度に資する構造にすべきであるということ
はかねてから考えていましたので，その意味で
は適切な改正であると評価しています。また，
今回の改正で消失が開始する合計所得金額９００
万円というのは，概ね最高税率２０％，先ほどの
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上位１６％ぐらいであろうと推定していますので，
現在の税率表の累進度が前提となるのであれば，
その水準もおおむね適正であると言えようと思
います。

今回の改正は，２つの方向から見ることがで
きますが，消失控除という点で所得税の累進度
の維持という観点から拝見すると，次は基礎控
除などの人的控除に消失控除の仕組みを取り入
れていくということが考えられようかと思いま
す。他方，今回の改正を在宅配偶者，多くは女
性であったわけですが，在宅配偶者が家庭外で
収入を得る仕事をする，そういうことに資する
ものだという観点から見れば，在宅配偶者の就
労を後押しするという観点から，消失型の勤労
配偶者控除を働く本人，すなわち女性自身に適
用するというような見通しも立つのではなかろ
うかと考えています。

〔退職所得・年金への課税について〕
各論を簡単に２つ申し上げます。２点ありま

す。１つは，途中でお触れになりました退職所
得，年金への課税ですが，これは年金受給者の
うちで他の所得があるというような経済的余裕
のある納税者を念頭に置いて，年金課税の拡充
が重要であります。ただ，ここで気を付けてお
かないといけないのは，企業年金の多くが公的
年金として課税されているという現状です。し
たがって，年金課税の拡充は実は退職所得課税
の適正化と直接にリンクします。ここが重要な
論点であろうと思います。終身雇用を前提とし
た「老後の糧」への課税として作られている現
行の退職所得税制は，明らかに社会から取り残
されているものであり，年金と退職所得につい
て，これを整合的な形で改正していくことが喫
緊の課題であるというように考えます。

〔給与所得課税について〕
各論の２つ目も既にお触れになったところで

すが，給与所得について，給与所得か，それと
も他の所得類型かということにより課税内容が

著しく異なるという点に，実は大きな問題を感
じます。給与所得という金の稼ぎ方がなくなる
ということはないと思います。しかしそれは，
コアな給与所得は残るが，周辺が溶けていくと
いうようなイメージで今後捉えていくことが適
切なのであろうと考えています。そうすると今
の「給与所得」というのは「給与所得控除」「源
泉徴収」「年末調整」などが一括りになったと
いう意味で非常に硬いパッケージですが，周辺
が溶けていくときに，それに対応する「緩い給
与所得課税」というようなものを用意して，そ
れを雑所得や事業所得の課税とつなげていくと
いうような連続的な課税の在り方というのが，
将来的な課題の１つであろうと考えています。

私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは
続きまして，中村副会長から，ビジネスの観点
から見た国税に関するご意見を頂きたいと思い
ます。
―――――――――――――――――――――

（中村） 租研の中村でございます。財務省の
星野局長より，非常に詳細に税・財政の現状と
課題について，わかりやすくご説明いただきま
してありがとうございました。私からは，今，
岩﨑先生から言われましたように，企業側の立
場からコメントと質問をさせていただきたいと
思います。

〔経済情勢，財政健全化をめぐる状況〕
まず，経済情勢，財政健全化をめぐる状況で

ございますが，日本経済は緩やかながらも成長
過程にあり，GDP の６００兆円経済に向けてデフ
レ脱却，経済再生への取り組みを加速させるチ
ャンスを迎えていると考えています。このチャ
ンスを確実に捉えて潜在成長率の底上げを図る
べく，未来投資戦略２０１７で掲げられた Society
５．０の実現に向けた施策を確実に実行して，設
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備投資や研究開発投資などをさらに活性化させ
ることが重要であろうと考えています。

一方で，社会経済基盤の状況でありますが，
企業業績の改善や雇用・所得環境の改善に伴っ
て税収の増加が見られるものの，少子化による
生産年齢人口の減少や高齢化，社会資本の老朽
化などによって，労働生産性の低迷，将来不安
からの消費低迷，中間層の活力低下といった課
題も顕在化しています。ご説明にありましたよ
うに，潜在成長力を向上させる働き方改革とい
った構造改革を徹底し，日本の立地環境の改善
と企業の国際競争力を強化し，その結果として
の生産性向上の成果を働く人々に分配すること
で，賃金の上昇，それから需要の拡大といった
成長と分配の好循環を強化することも重要であ
ると思います。

また，将来世代に大きな負担を残す公債残高
の累増を抑制し，社会保障制度と財政の持続可
能性を確保するという観点から，消費税は予定
どおり１０％へ引き上げることが必要と考えてい
ます。これは日本国憲法が規定する基本的人権
を享受するには，同時に定められている国民の
３大義務の１つであります納税の実践も不可欠
と考えるからであります。また，幼児教育や子
育て支援などの喫緊の課題に対する安定的な財
源は，社会全体で支える観点から，情報や IT
活用などによる社会保障など，財政の効率化も
重要と考えています。

経済界といたしましても，民主導のイノベー
ションを通じて，経済の好循環に引き続き貢献
していきたいと考えています。GDP６００兆円経
済に成長させるための税財政改革の議論には，
企業の投資促進や生産性向上，働き方改革によ
る人材育成や労働生産性向上が不可欠でありま
すので，政府がこれを税制改革で支援すること
は非常に重要だと考えています。

〔税制改正・税制の構造改革について〕
そこで，税制改正，税制の構造改革について

お伺いしたいと思います。企業は，厳しい国際
競争の中でイノベーションを通じて収益を増加
させることにより，事業を成長させ，これに必
要な雇用の維持・創出，労働生産性の向上に伴
う賃金の増加を行い，それに伴う消費拡大によ
って経済の好循環を実現するという役割が求め
られていると思います。法人税制は，こうした
企業活動を促進し，労働生産性を高めるような
めりはりが必要であると考えます。

具体的には，新規事業，イノベーション創出，
事業再編の円滑化を後押しし，労働移動を促し，
労働生産性を向上させる制度が必要であります。
そのため，研究開発税制については総額型の堅
持，サービス開発やオープンイノベーション型
の使い勝手改善を含め，引き続き制度全体を維
持拡充することが不可欠と考えています。また，
低い労働生産性を改善するために必須でありま
す IT 投資，設備投資，人材投資，そして事業
再編，これらを後押しし加速させる税制やデー
タの高度活用とセキュリティ確保を促す税制措
置が必要と考えています。こうした施策につい
て，足元，また今後の中長期的な方針をお伺い
したいと思います。

また，２点目でありますが，国際的イコール
フッティングの観点から，諸外国の動向を見つ
つ，法人実効税率引下げは必要と思います。現
在の法人実効税率引下げに当たりましては，法
人課税の中での税収中立の下実施され，法人の
実質負担は変わっていないように思われますの
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で，単なる法人課税の中で議論するのではなく，
複数年度税制中立の議論や国全体及び地方税も
含めた中であるべき税体系を検討する必要が出
てきていると思います。

これらの点につきまして，今後の方針をお伺
いしたいと思います。

〔行政手続の簡素化・効率化〕
最後に，行政手続の簡素化・効率化について

であります。現在検討されている電子申告につ
きましては，行政コスト削減により財政健全化
に資するものであり，ぜひ進めていただきたい
と考えていますが，電子申告の義務化につきま
しては行政側のメリットのみならず，納税者の
利便性向上に資するものとして，企業の生産性
向上及び納税コスト削減につながるようにお願
いしたいと思います。また，企業のコンプライ
アンスコストは増加傾向にあり，今後の税制改
革は一増一減といったスクラップ・アンド・ビ
ルドの視点や企業の生産性向上の視点を踏まえ
実施していただきたいと思います。さらには，
省庁の壁を超えて改革をやり遂げる必要がある
と考えられますので，これらの点についてご意
見をお伺いしたいと思います。

以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。多様なご
意見と問題提起がございました。

星野主税局長におかれましては，お答えでき
る範囲で結構ですので，お考えを伺わせていた
だければと思います。
―――――――――――――――――――――

（星野） 佐藤先生，ご専門の立場から所得税
の関係につきまして，深い洞察に裏打ちされた
ご指摘ありがとうございます。また，中村様に
おかれましては，企業の立場から法人課税も含
めましてご指摘いただきまして，ありがとうご
ざいます。順次お答えさせていただきます。

〔個人にかかわる税制の全体像について〕
まず，個人にかかわる税制の全体像でござい

ます。少子高齢化の進展ですとか，人口の減少
を踏まえますと，税制全体の在り方として勤労
世代に負担が偏らずに資本蓄積を極力阻害しな
いものとすることが必要だと考えています。ま
た，経済活動や資本移動のグローバル化を踏ま
えた場合に，国境を越える移動の足の速い所得
に対する課税には一定の限界・困難があると考
えています。こういった中で，社会保障等の公
的サービスの財源を安定的に確保していくため
には，ライフサイクルを通じた生涯所得に着目
して，その処分である消費及び遺産に負担を求
めることを基軸として，消費税及びその補完税
としての遺産課税により重点を置いていくとい
うことであります。さらに，累進構造を持つ所
得税によって所得再分配機能を発揮させるとい
った税体系を構築していくことが重要であると，
当方としても考えていまして，佐藤先生のご意
見ご指摘はごもっともだと考えているところで
ございます。

〔所得税の累進度について〕
所得税の累進度でございますが，これも昭和

６２年，６３年の抜本税制改革において負担軽減を
実施しました。さらに，平成６年の税制改革に
おいて，今度は中高所得のサラリーマンを中心
に，所得水準の上昇に伴う負担累増感を緩和す
るということで，税率構造の大幅な緩和を行い
まして，その結果としてご指摘のありましたと
おり，所得税の累進構造を人数分布から見ます
と５％ブラケットに６割程度，１０％ブラケット
まで入れますと８割程度という状況になってい
まして，諸外国と比較しても累進構造はなだら
かな姿となっており，そういったことについて
の現状問題意識は持っているところでございま
す。

所得再分配機能の回復につきましても，近年，
例えば所得税の最高税率の引上げですとか，給
与所得控除の見直しですとか，金融所得課税の
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見直しといったような取り組みを行ってきてい
るところでございまして，所得再分配機能の在
り方については，引き続きよく考えていく必要
があると思っています。

一方，高齢化の進展ですとか社会保障関連施
策の充実に伴いまして，中低所得者を含めて，
社会保険料負担が順次引き上げられてきたとこ
ろでございます。平成１６年から段階的に引き上
げられてきた厚生年金の保険料率は，本年９月
に引き上げが終了することになりますが，こう
いったことも含めて，あるべき税負担構造につ
いても引き続き検討してまいりたいと考えてい
ます。

〔人的控除のあり方について〕
次に，人的控除のあり方でございます。これ

は，ご指摘がありましたとおり，２９年度改正で
配偶者控除等の見直しを行いまして，配偶者の
収入制限を１０３万円から１５０万円に引き上げると
ともに，配偶者控除が適用される納税者本人に
所得制限を設けたという意味では，所得再分配
機能の回復にも資するものですし，ある意味こ
の人的控除の制度の中では画期的な改正を行っ
たというふうに考えています。

人的控除の控除方式について，今後さらに議
論していく必要があると考えていますが，税率
構造と合わせてどのように所得再分配機能を発
揮させるべきかという点と，担税力の調整とい
う機能をどのような方式，例えば所得控除方式
を維持しつつ消失控除にするのか，或いはゼロ
税率とか税額控除方式で行うのかといったよう
なことも含めまして，検討していく必要がある
と考えています。

なお，ご指摘ご提案のありました勤労配偶者
控除につきましては，これは確か政府税調でも
一度先生からご説明を頂戴しているところでご
ざいます。このご提案については，所得の大き
さを測る単位を，例えば夫婦と見るか個人と見
るかというその単位をどのように考えるかとい
う話と，あとは家事労働から得られる帰属所得

をどう考えるかといった所得税のある意味根本
的・根源的な論点を含むものでございまして，
更なる議論をしていく必要があると考えていま
す。ただ，ご提案については，非常に示唆に富
むものだと考えています。

〔退職所得・年金への課税について〕
次に，退職所得・年金への課税についてです

が，これもご指摘のとおりだと考えています。
年金制度を含めて老後の生活など各種のリスク
に備えるための諸制度の在り方については，世
代間と世代内の公平性の確保ですとか，働き方
の違いなどによって有利・不利が生じない公平
な制度の構築などの観点も含めて，拠出・運
用・給付を通じて課税の在り方を総合的に検討
する必要があると考えています。退職一時金も
年金も，共に老後の所得保障という機能を有す
る仕組みであることを踏まえて，バランスの取
れた課税の仕組みとしていくことが必要である
ことは，まさにご指摘のとおりであります。一
体で制度設計を考えていく必要があろうかと考
えています。

今後所得税改革の中で年金課税の在り方，ま
た退職所得課税の在り方，どちらも検討してい
くことになろうと思いますので，またその際に
は佐藤先生にもいろいろご知見をお伺いできれ
ばと思っています。

〔給与所得控除について〕
最後に，給与所得控除でございます。今日説

明させていただいたとおり，シェアリングエコ
ノミーとかクラウドソーシングなど，最近の進
展に伴ってサラリーマンが副業・兼業を行う，
またサラリーマンの雇用契約ではなくて請負契
約に基づく働き方が増えていくといったような
働き方の多様化がこれからますます進んでいく
と思います。これまでの所得税というのは，サ
ラリーマンとして働いて給与のみから収入を得
る方を主たる念頭に置いて制度設計をしてきた
と考えていますが，結果として働き方の違いに
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よって制度上，税制上の取り扱いが大きく異な
る仕組みとなっていることは確かでございまし
て，こういった構造変化に対応して多様な働き
方をある意味応援する観点からどのように所得
税を再構築していくか，非常に大きなテーマで
あると考えていまして，今後さらに検討を深め
てまいりたいと考えています。

〔今後の経済財政運営について〕
中村様からのご指摘でございます。まず，今

後の経済財政運営につきましては，冒頭に述べ
させていただきましたが，本年６月に閣議決定
いたしましたいわゆる骨太の方針２０１７におきま
しても，働き方改革を含めた人材への投資によ
る生産性向上を取り組みの中心に据えていくと
いうことで，従来に引き続き６００兆円経済の実
現と２０２０年度の財政健全化目標の達成の双方の
実現を目指していくということが盛り込まれて
います。こういった点を踏まえまして，引き続
き経済再生なくして財政健全化なしという基本
方針の下で，メリハリの付いた税制改正として
いきたいと考えているところでございます。

〔法人税について〕
法人税に関しましては，冒頭に少し申し上げ

ましたが，企業の内部留保が増加しているとい
うようなことはございますが，これについても
よく議論していきたいと考えています。２９年度
の法人税改正におきましても設備投資減税や所
得拡大促進税制などにつきまして，メリハリの
付けた見直しを行っていまして，これまでの法
人税改革の流れに沿って，それと軌を一にする
ものとして企業の攻めの投資ですとか，賃上げ
の促進など，経済の好循環を促す環境を整備し
てきたところでございます。財政状況が厳しい
中にあって，IT 投資等に関する税制改正につ
いては，恐らく３０年度の改正におきましても関
係省庁，例えば経産省からもいろいろと要望が
提出されていますし，今後議論していきたいと
思います。これまでの取り組みを踏まえた上で，

政策効果を見極めつつ，見直す必要があれば十
分そこは検討してまいりたいと考えているとこ
ろでございます。

また，法人の実効税率の関係について申し上
げますと，法人税改革によって実効税率２０％台
が実現されて，相対的に稼ぐ力の強い企業が現
時点で収益力が上がっていき，企業の収益も伸
びているところでございます。そういった企業
に対する税負担は明らかに減少してきています
し，そういった負担の軽減を受けて設備投資で
すとか，賃上げを連続して行っていけるような
企業体質，企業行動になっていただくことを期
待しているところでございます。

そういった法人税率を今後どうしていくかと
いうことは，もちろん各国の動向をよく見てい
く必要があると思いますが，例えば法人税率が
低いアジア諸国などと比べて，もちろんそれら
の国との競争環境もあるので，更なる引下げと
いったような議論もございますが，例えば社会
保障制度１つ取って見ても，そういったアジア
諸国の国々とは，制度の整備状況も違っていま
すし，また企業に求められる責任や制度などの
成り立ちにも違いがございますので，そういっ
た違いも勘案しながら実効税率の高低の議論を
行っていく必要があるのではないかと考えてい
ます。

〔電子申告・ICT化について〕
次に，電子申告・ICT 化の話でございます

が，経済社会の ICT 化が進んで企業の経営管
理等におけるシステムの活用が一般的になる中
で，官民を含めた多様な当事者が ICT で作成
したデータを，データのまま円滑にやりとりす
ることができる環境を整備していくことが企業
の生産性向上，また官民合わせたコスト，社会
全体のコストの削減の観点から重要だと考えて
います。こうした考え方の下で税務分野におき
ましては，電子申告の更なる普及に向けた方策
を検討していきたいと考えています。

その際には，単純に大企業への電子申告義務
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化を行うのではなくて，ご指摘にありましたと
おり，企業における財務会計処理の実情も踏ま
えて，例えば提出を求める情報の範囲やその
データの形式などについて，制度・運用両面か
ら検討を加えて，全体として納税者の利便性向
上に資する見直しとなるように，十分取り組ん
でまいりたいと考えているところでございます。

最後に，税を巡るさまざまなコストについて
のご指摘がございました。これまでも税制改正
に当たっては，企業を含めた納税者の手続上の
コストにも常に留意しながら見直しを行ってき
ているところでございます。今後とも制度の見
直しや税務手続の電子化を通じて，企業の生産
性向上，官民を通じたコストの削減にできるだ
け資するように取り組んでまいりたいと考えて
います。

私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 大変丁寧にお答えいただきまして，
ありがとうございました。それでは，国税に関
する議論はいったんここで切り上げさせていた
だきまして，続きまして，「地方財政・地方税
制の現状と課題」につきまして，内藤自治税務
局長からまずご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（内藤） 総務省の自治税務局の内藤でござい
ます。租研の皆様方には，地方行財政及び地方
税務行政に多大なご協力ご支援を賜っています
ことに，厚く御礼を申し上げる次第でございま
す。それでは，お手元にございます資料「地方
財政・地方税制の現状と課題」と書いてござい
ます資料でご説明いたします。

総論：地方財政・地方税制の現状と課題

国と地方のウエートでございますが，最終支

出ベースで見た場合には，真ん中の合計の欄，
国が４２，地方が５８ということになっていまして，
地方がかなり大きなウエートを占めている状況
でございます。
資料❸でございますが，その歳出の仕方でご

ざいます。一番右の年金・防衛等は国が直接歳
出をしておりますが，例えば社会資本整備，社
会保障，教育といったものは，国が基準を決め
て一定の負担をした上で，それに地方負担分を
足しまして執行されています。それから，戸籍・
保健所，警察・消防等につきましては，国が法
令等で実施を義務付けて基準等を設定していま
すが，地方が全額負担をして支出しています。
そして一番左が文化・スポーツ等で，これは地
方団体のある意味裁量で行っている行政です。
これらをトータルして地方財源というのが必要
になってくるわけであります。これを地方税，
或いは地方交付税といったもので支えていると
ころであります。
資料❹です。２９年度の地方財政の収支は，歳

出を地方団体マクロで見積もりまして，その時
点で見積もれる歳入を見積もりますと，歳出が
歳入を上回る財源不足が７兆円出てまいりまし
た。これを臨時財政対策債という赤字地方債の
元利償還を，再度地方債を発行するといったこ
とと，地方交付税の加算などでやりくりをして
何とか縮めましたが，それでも最後に１．３兆円
の財源不足が残りました。これを国と地方で折
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半して，半分を交付税で，半分を赤字地方債で
ある臨時財政対策債で埋めて何とか収支を償っ
たというところでございます。
資料❺が，その財源不足の推移でございます。

次のページに出てまいりますが，リーマンショ
ック後税収が落ち込みましたときには財源不足
が非常に膨らみましたが，その後，地方税収の
回復に伴って財源不足は減ってきていますもの
の，先ほど申し上げましたとおり７兆円の財源
不足がまだ現にある状態でございます。

それから，ストックベースの借入金残高で見
てみますと，大体２００兆円ぐらいで横ばいに推
移しています。住民に密着した行政サービスを
提供しています地方団体がこれだけ巨額の借入
金残高を抱えている国は，国際的に見ても非常
に少なく，そういう意味では，財政状況は非常
に厳しいという認識を持っています。

その中で，地方団体も行革に取り組んでまい
りました。地方公務員の数を１つの例で見てみ
ますと，資料❻の右側でございますが，この２０
年ちょっとの間で地方公務員の総職員は３２８万
人から２７３万人にかなり縮小しているところで
ございます。

それを，資料❼でございますが，歳出全体で
見た場合でございます。平成１２年度，１３年度ご
ろが実は歳出のピークでございまして，大体８９
兆円前後のマクロでの歳出ということになって
おりました。その後，行革等をかなり進めた結
果，現在は，一番右側の８６．６兆円となっていま
す。その中身を見てみますと，１つは，投資的
経費を非常に圧縮しています。一番のピークは
３０兆円前後ございましたのが，今１１兆円という
ような形になっています。一方で，公共施設の
老朽化の問題などがかなり指摘されてきている
ような実態にございます。もう１つは，先ほど
の地方公務員数の減少に応じまして，給与関係
経費が減少してきているというものでございま
す。

こうやって減らしてきているものの，一方で
社会保障関係費等の一般行政経費は年々増えて

まいりますので，これで結局のところは現在微
増というような状態になっているところでござ
います。

続きまして，税の方に入らせていただきます。
資料❽でございます。国税，地方税の税収内訳
の図でございます。２段目が地方税でございま
す。個人住民税，地方法人二税，地方消費税，
固定資産税が非常に大きな税目となっていまし
て，その他で右にございますような税がござい
ます。併せまして，３９．１兆円ほどでございます
が，一方で国税の中の６１．４兆円の中の一番右側
の２番目に，地方法人特別税というのがござい
ます。これは，地方税の偏在是正を行いますた
めに，法人事業税の一部を国税化いたしまして，
地方法人特別譲与税として配分するという，い
わば実質的には地方税という部分でございます。
この２兆円を加えますと，大体４１兆円というこ
とになってまいります。

税収の推移でございます。リーマンショック
前，平成１９年度，２０年度あたりが１つのピーク
でございまして，３９兆円前後ということでござ
いましたが，その後いったん落ち込みまして，
またしばらく回復してまいりまして，足元で見
てみますと平成２９年度は，地方税収としては先
ほど申し上げましたように３９．１兆円でございま
すが，平成２０年度に導入された地方法人特別税
が，実際の税収が上がりますのは平成２１年度で
ございますが，これを加えますと４１．１兆円とい
うことで，リーマンショック前を上回る税収に
なっているということでございます。
資料10は，主要税目の税収の推移でございま

す。固定資産税や地方消費税のように安定的な
税収のものもあれば，個人住民税や地方法人二
税のように景気に敏感な税目もございます。

それから，資料11でございます。人口１人当
たりの税収額の指数，地方税の偏在を見るもの
でございます。地方税全体としては最大最小，
東京都と沖縄を比べますと大体２．５倍でござい
まして，個人住民税と固定資産税がほぼ同じぐ
らいの偏在ということになっています。一方で，
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地方法人二税は東京都と奈良ということで，６．２
倍ということでかなり偏在は大きいものでござ
います。

一方で，地方消費税は後ほど清算の仕組みと
いうことを申し上げますが，この清算後で見て
みますと１．６倍ということで，かなり偏在の少
ない税ということになってまいります。
資料12でございますが，消費税或いは地方消

費税の引上げ後の姿ということで書かせていた
だいていまして，これは主税局長さんからお話
がございましたので，ご覧いただきたいと思い
ます。
資料13でございますが，いずれにしても地方

団体も地方消費税が社会保障の財源として非常
に重要な役割を果たしていますし，資料12にご
ざいますように，地方交付税分を合せますと
１０％時には３．７２％の地方分のウエートを持って
いますので，非常に貴重な財源という認識を持
っていまして，資料13にございますように，地
方六団体から１０％の引上げを確実に行うために
もうんぬんというような意見が出ているところ
でございます。

各論：個別税目の現状と課題

１．地方法人課税

続きまして，資料14でございます。個別税目
につきましての課題なり現状について，ご説明
を申します。
資料15～16をお開きいただきまして，地方法

人二税でございます。法人事業税，法人住民税
ということでございますが，そこに税収の推移
とともに，どのような改正が行われてきたかと
いうことを記したものでございます。最近で申
しますと，外形標準課税の拡大など，課税ベー
スの拡大等に合せまして，法人税率及び法人事
業税所得割の税率の引下げが行われたこと，そ
れから地方法人税の創設です。この２つが大き
な改正でございます。
資料17は，その法人実効税率の引下げという

ことで，先ほども主税局の資料にあったもので
ございます。

このときに，この法人事業税の所得割の税率
の引下げと同時に外形標準課税を拡大していま
して，今現在，足元では全体の８分の５まで外
形標準課税が導入されているところでございま
す。

今後の課題ということでは，資料19にござい
ますが，地方法人課税については大法人向けの
法人事業税の外形標準課税の拡大も踏まえ，分
割基準や資本割の課税標準のあり方等について
検討するとされています。併せて，適用対象法
人のあり方についても引き続き慎重に検討を行
うとされています。中小法人課税につきまして
は，実態を丁寧に検証しつつ，一律に同一の制
度を適用することの妥当性について検討を行う
こととされているところでございます。

続きまして，資料20でございます。地方法人
課税のもう１つの改革の内容でございます。地
方法人課税の偏在是正でございます。平成２０年
度税制改正におきまして，このころ非常に地方
税収が回復したものですから，地域間で財政力
格差が大きく拡大いたしました。それを踏まえ
まして，税制の抜本的な改革において，偏在性
の小さい地方税体系の構築が行なわれるまでの
間の暫定的な偏在是正措置として，地方法人特
別税・譲与税を創設しています。これが先ほど
申し上げていましたものでございますが，法人
事業税の一部を国税に持ってきて，それを譲与
税として配分するという仕組みでございます。

これを消費税率の５％から１０％への引上げに
伴いまして，抜本的な税制改革が行われるとい
うことで，地方税財源も充実はいたしますが，
一方でさらに財政力格差が拡大するという懸念
もございますので，この暫定措置である地方法
人特別税・譲与税制度を段階的に縮小・廃止い
たしまして，地方法人課税について本格的な偏
在是正措置を講ずることとしています。

消費税率１０％への引上げ時の点線のところが
最終形でございますが，法人住民税の法人税割
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の一部を国税化して，これを交付税原資にする
ということで，地方の財源という位置付けは変
わりませんが，いわゆる税収が非常に豊かな不
交付団体の財源にはしないという改正を行い，
偏在是正をより強化する形で改正する予定にな
っています。

一方で，暫定措置であった地方法人特別税・
譲与税を廃止し，法人事業税へ復元するという
セットの改正でございます。

これを分解して申しますと，資料㉑が地方法
人特別税，地方法人特別譲与税の推移でござい
まして，２０年度改正で入れて，２６年度改正で一
部縮小し，２８年度改正で復元するということで
ございます。もちろん改正時期は消費税率の引
上げと同時でございますので，これは延期され
ている状況でございます。

それと併せまして法人住民税の法人税割につ
きまして，２６年度の改正で国税化し，２８年度改
正でさらに国税化します。これも消費税の引上
げの延期に伴いまして伸びていますが，最終形
はこういうことでございます。

従って，法人住民税の法人税割は，改正前の
一番左側のときには，都道府県分は５％，市町
村分は１２．３％ということで，合せて１７．３％の税
率がございましたが，この２段階の税率引下げ
後の姿で見てみますと，真ん中より少し下でご
ざいますが，都道府県分が１．０％，市町村分が
６．０％，合せて７．０％になっていまして，全体で
見てみますと１７．３％から７．０％ということで，
かなり縮小しているというのが今の内容でござ
います。
資料24がそれを，複雑な内容でございますの

で，１枚にするのにはちょっと無理があるので
すが，あえて１枚にしてみたらということで作
ったものでございまして，参考にしていただけ
ればと思います。

２．固定資産税

続きまして，固定資産税でございます。ご案
内のとおり，市町村の基幹税目でございまして，

土地，家屋及び償却資産の価格に応じて課税さ
せていただいているわけでありまして，税収
ベースで，一番下でございますが，８兆６，６００
億円余りございます。

ご案内のとおり，土地と家屋は３年に一度評
価替えを行っていまして，特に平成６年度以降，
宅地については地価公示価格等の７割を目途と
して評価を行っているところでございます。こ
の評価替えに伴う価格の変動に伴って，税負担
の激変を緩和するための負担調整措置というの
も３年に１回講じてきていまして，平成３０年度
税制改正でこの負担調整措置のあり方なども検
討する必要が出てまいります。
資料28が，今の負担調整措置の内容でござい

ます。左側が商業地等の宅地の負担調整措置で
ございまして，評価額を１００といたしますと，
負担水準と呼んでいますが，どの程度評価額に
対して負担していただいているかということで
見てみたときに，７０％を超える場合には７０％ま
で下げる，そして６０％より下の場合には６０％に
向けて段階的に引き上げる，そして６０～７０％の
ゾーンで均衡化していくというような仕組みに
なっているところでございます。

３年前の税制改正のときに，負担調整措置が
議論になりました。資料29でございますが，こ
の時点におきまして商業地等の負担水準はどう
なっているかというのをマクロで見てみますと，
この据置ゾーン６０～７０％の間に９９．５％が入って
いるという状態でございましたのと，それから
据置特例のゾーンがありますものですから，例
えばそこの右側に具体例として挙げていますが，
同じ市の中で例えば同じ面積で評価額が左側は
６，９３５万円なのだけれども，負担水準が７０％な
ので税額は６８万円です。一方で，右側が評価額
は７，６００万円と左よりも高いのですが，負担水
準が６０％なので税額が６４万円となっていて，逆
転している現象が生じています。こういうよう
な課題があるということで，地方団体からは据
置措置を廃止して負担水準を７０％に統一すべき
だというような要望が行なわれたところでござ
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います。
一方で，不動産業界を中心といたしまして，

その当時の状況では据置特例の廃止は取るべき
でないという強い反対の声もございまして，前
回の評価替えのときには現行制度を継続するこ
とといたしまして，次期評価替えまでの間にお
いて検討を進めるとされているところでござい
ます。
資料30が，そのときの党税調の大綱でござい

ます。その下線部分に書いていますのが，その
当時の認識ということになってくるかと思いま
す。
資料31が，平成３０年度，これからの評価替え

に向けまして既に幾つかの団体からご意見を頂
いているところでございまして，地方団体側か
らは先ほど申し上げました特に負担の公平とい
う観点からのご意見が出てきています。一方で，
国交省等からは延長のご要請が出てきていると
ころでございます。大きくこれから議論されて
いくことになるかと思います。

償却資産につきましては，固定資産税収が約
１．６兆円ございまして，市町村にとって重要な
基幹税ということになってまいりますが，ここ
数年償却資産課税を巡りさまざまな議論がされ
てまいりました。平成２８年度の税制改正では，
中小企業者等が新規取得する一定の機械装置に
限定して特例措置を創設し，償却資産の固定資
産税の制度は堅持するという明記はされていま
すが，こういう特例が講じられました。２９年度
はさらに拡充のご要請があり，一定程度の追加
がなされたところでございます。

そういうことで，償却資産課税についてさま
ざまなご意見を頂いていますので，市長会・町
村会からも非常に強いご意見を今頂いていると
ころでございます。

３．森林吸収源対策に係る地方財源の確
保

続きまして，資料33以降，森林吸収源対策と
いうことでございます。資料34でございますが，

平成１７年２月に京都議定書が発効し，平成２４年
１０月には国税といたしまして地球温暖化対策の
ための税が創設されました。石油石炭税の上乗
せということでございますが，この財源で CO
２の排出抑制対策を行うということとされてい
ます。

一方で，森林吸収源の方の財源は確保されて
いないということから，与党でもさまざまな議
論がされてまいりました。平成２９年度，昨年度
の大綱におきまして，右下にございますが，森
林環境税（仮称）の創設に向けて具体的な仕組
み等について総合的に検討し，平成３０年度税制
改正において結論を得るというふうに書かれた
ところでございます。

この内容が資料35に書いてございます。下の
４行でございますが，市町村が主体となって実
施する森林整備等に必要な財源に充てるという
のが１つです。それから，個人住民税均等割の
枠組みの活用を含め，都市・地方を通じて国民
に等しく負担を求めることを基本とするという
ふうに書かれています。従って，ある意味個人
住民税の均等割と同様の仕組みというようなイ
メージで書かれているところでございます。

今，資料37でございます。私どもの方で検討
会を設置いたしまして検討していまして，１０月
上旬頃に中間整理，そして１１月中旬頃には取り
まとめということで，その仕組み等について検
討会で意見を頂くこととしているところでござ
います。
資料38は，地方団体からのさまざまなご意見

を頂いていますが，基本的には導入に向けての
ご意見を頂いているところでございます。

４．地方消費税の清算制度

続きまして，資料39でございます。地方消費
税でございます。ここでご説明申し上げたいの
は，地方消費税の清算制度でございます。ご案
内のとおり，地方消費税は国の消費税と一緒に
税務署で徴収していただいていますが，多段階
で納税をしていただいています。一方で，地方
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消費税自体は最終的に消費者が負担するという
考え方でございますので，税収の納めていただ
くところと消費地がずれるということになって
まいります。

特に本店所在地の税務署に一括して申告納付
するということでございますので，左側にござ
いますように，東京都に極めて集中して納付さ
れます。これを，真ん中よりちょっと右側にご
ざいますが，清算基準というのを作りまして，
小売年間販売額ですとかサービス業対個人事業
収入額ですとか人口或いは従業者数といった基
準でこれを再度計算いたしまして再配分する仕
組みを採っています。その結果といたしまして，
右側にありますような地方消費税清算後の姿と
いうことになってまいります。

地方消費税ができてからもう２０年余りたつわ
けでございますが，その間先ほどの清算基準と
いうのを抜本的に見直してまいりませんでした。
その間の社会経済構造の変化というものがござ
いますので，与党の大綱でも，より適切に帰属
させるため，統計データの利用方法等の見直し
を進めるとともに必要に応じ人口の比率を高め
るなど，抜本的な方策を検討し，結論を得ると
いうふうな宿題となっていまして，これも私ど
ものところに検討会を設けまして，現在検討し
ているところでございまして，１１月をめどに取
りまとめをする予定でございます。

全国知事会からも同様の提言を頂いています
ので，何とか来年度に向けて成案を得たいと考
えているところでございます。

５．ふるさと納税・企業版ふるさと納税

それから，ふるさと納税ということでかなり
話題になることが多いわけでございますが，詳
しい中身は別といたしまして，資料45の仕組み
にございますように，左が適用下限額２，０００円，
これが自己負担ということになるわけでござい
ます。それを超えた部分は，限度額はございま
すが，住民税なり，或いは所得税から控除され
る仕組みであります。右下にございますように，

ワンストップ特例というものを入れてより手続
を簡略化したこともございまして，かなりふる
さと納税は伸びています。
資料46が，ふるさと納税の受入額ということ

でございまして，平成２８年度には２，８４４億円ま
で増加し，ここ２，３年で非常に増えてきてい
るということが見て取れるかと思います。

一方で，よくご指摘を受けましたのは，返礼
品目当てで行われているのではないかとか，或
いはカタログショッピングみたいになっている
のではないかというようなご指摘を頂いて，ふ
るさと納税の仕組み，本来の趣旨を逸脱してい
るのではないかというようなご指摘も頂いたと
ころでございます。

こういうこともございまして，通知を発出さ
せていただきまして，ふるさと納税制度を健全
に発展させていくために，責任と良識のある対
応をお願いしますということで出させていただ
きました。特に返礼品のところにつきましては，
一番下にございますように，金銭類似性の高い
商品券等のものとか資産性の高いものとか価格
が高額なものとかは送付しないでいただきたい
ということ，或いは�２にございますが，返礼割
合は３割以下に抑えてくださいというような通
知を発出させていただきまして，大方の地方団
体は大体これを目安にしてその返礼品の見直し
を行ってきているところでございます。

それとともに企業版ふるさと納税というのが
ございまして，これは私どもというよりも内閣
府が所管している税制でございますが，企業の
方々に地方創生を応援していただく税制として
講じられているものでございますが，実はこれ
は非常に利用が低調でございます。従いまして，
こういう税制もあるということを，１枚付け加
えさせていただいたということでございます。

６．地方税の電子化

続きまして，地方税の電子化でございます。
これはかなりさまざまご指摘を頂いている分野
でございます。資料50左側にございます電子申
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告でございます。電子申告につきましては，全
ての地方団体に対して申告が可能ということに
なっていまして，例えば法人道府県民税で見ま
すと，電子申告利用率が６０．９％ということでか
なり伸びてきています。それらの税目が伸びて
きていますが，この更なる普及を目指す必要が
あるということで，使い勝手をさらによくする
ということを一生懸命やっていきたいと考えて
いるところでございます。

一方で，電子納税でございますが，個人の皆
様方は口座振替とかコンビニ収納とかクレジッ
トカード納付，特に前２者は相当普及してきて
いまして，そこにございますような件数までな
ってきているところでございます。一方で，法
人向けの電子納税に対応しているのは２２団体し
かありませんで，非常に電子納税利用率が低調
でございます。法人道府県民税で見てみますと
１％程度という状態でございまして，民間電子
決済サービスが１５年たつわけでございますが，
全く普及が進んでいないということで，これは
大きな問題だと私どもは認識しています。

この地方税のシステムでございますが，今資
料51にございますような eLTAX という仕組み
を設けていまして，申告ですとか或いは国税連
携の関係はこの eLTAX というシステムを通じ
ましてやっていますので，ある意味統一化が図
られているわけでございます。一方で，先ほど
の電子納税ということに関して言うと，個々の
地方団体が対応していまして，eLTAX では今
やっていないという状況にございます。
資料52は，さまざまなところからご指摘いた

だき，規制改革推進会議からも行政コストの話
も指摘を受けています。経団連や経済同友会か
らは，電子納税に関してご指摘を頂戴している
ところでございます。

こういうこともございまして，資料53でござ
いますが，従来は左側にございますように，そ
れぞれの市町村或いは都道府県が，それぞれの
システムで電子納税システムに対応するという
ことでやってまいりましたので，導入が非常に

進みませんでしたし，あるところ，例えば E
市が導入していても C 村と D 市が導入してい
ませんと，企業にとっては電子納税するメリッ
トがないということで全然進まないという悪循
環に陥っています。従って，私どもとしては，
右側にございますような eLTAX を使って一気
に共通の電子納税システムを入れたいというふ
うに思っています。これを入れますと，企業の
方は一括してここに収めていただいて，振り分
けはこの電子納税システムが行うということで，
かなり省力化されるのではないかと思っていま
す。これを，私どもとすれば平成３１年１０月の運
用開始を目標にして取り組んでまいりたいと考
えているところでございます。

さらに，個人住民税におけます給与所得に係
る特別徴収税額通知につきまして，これも企業
の皆様方にご協力を賜っているわけでございま
すが，この電子送付をやはり進めてまいりたい
ということで，さまざまな課題がございますが，
でき得ればこの電子送付に順次移してまいりた
いと考えているところでございます。その他に
も地方税の様式が各地方団体でばらばらではな
いかとかいろいろなご指摘を頂いています。私
どもとしては，納税者の皆様方の利便性向上の
ために，積極的に取り組んでまいりたいと考え
ているところでございます。

私からのご説明は以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 詳細なご説明，ありがとうございま
した。それでは，ここで佐藤教授の方から，地
方税財政に関する問題点について，ご意見をお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題への意見

（佐藤） ありがとうございます。内藤局長，
非常に多岐にわたる地方税の現状と課題をご解
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説くださいまして，ありがとうございました。
非常に勉強になりました。ばらばらな論点です
が，３点，コメントを申し上げたいと思います。

〔土地に対する固定資産税について〕
第１点が，土地に対する固定資産税です。土

地に対する固定資産税については，今日特には
お触れになりませんでしたが，宅地については
全国的に負担水準の均衡が達成されたというよ
うに考えています。そのことを前提としますと，
次の２点が差し当たりの問題であろうと思いま
す。第一に，小規模宅地については課税標準が
評価額の約１６．７％，６分の１のあたりに収れん
しつつあるというように私は考えています。従
って，今後は小規模宅地についてどのような負
担を求めていくのかという観点から，特例の見
直しがなされるべきではないかという点です。

第二に，宅地の負担水準の均衡が達成された
のに対しまして，商業地と農地についてはまだ
同じ水準の達成というわけではなかろうと思い
ます。商業地については資料29でお触れになり
ましたが，農地についてもまだかなりの幅があ
るというように考えています。宅地についての
あるべき負担論を議論する前提としても，商業
地，農地についての負担水準の均衡化は加速さ
せるべきであろうと考えますが，いかがでござ
いましょうか。

〔償却資産に対する固定資産税について〕
大きな第２点です。償却資産に対する固定資

産税について種々ご議論があることは存じてい
ますが，その税収の大きさも考慮すると，実体
面の見直しについてはやはり慎重であるべきだ
と思います。他方で，最後の方でお触れになり
ましたが，手続，特に申告時期，申告内容或い
はそれの電子化というようなことについては，
納税環境整備という観点から一定の見直しを行
って，より使い勝手のいい制度とする余地は大
きいように思っています。平成３１年１０月からの
電子納税には，恐らく償却資産の分は乗らない

と思いますので，そういう点の見通しなども興
味の持たれるところであります。

〔森林吸収源対策〕
第３の森林吸収源対策につきましては，森林

整備が喫緊の政策課題であること，それから広
く抽象的に全国民に受益が及ぶ施策であること
を考えますと，その費用を広く分任することは
適切であります。そこから，仕組みとして個人
住民税均等割の考え方を活用するということに
ついても，基本的には適切であると考えていま
す。ただ，今後財源調達が必要な事項が出てく
るたびにこういう形の新税が出てくるのではな
いかという懸念が，一方で持たれるところであ
り，その意味では，ある種の歯止めが必要であ
ろうと考えます。

本税につきましては，既に多くの地方公共団
体で森林税財源として住民税均等割が用いられ
てきたという経緯を踏まえて，ある種経路依存
という観点からも正当化するというような説明
が必要であろうと考えています。簡単ですが，
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。引き続き
まして，中村副会長から地方税財政に関するご
意見をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（中村） 地方税制，それから財政の現状と課
題につきまして，わかりやすくご説明いただき
ましてありがとうございました。私から，コメ
ントと２点ほど質問させていただきたいと思い
ます。

〔地方税体系の抜本改革〕
まず，地方税体系の抜本改革についてであり

ます。地方自治体の財政責任を伴った地方分権
を実現するということが必要で，そのためには
地域行政サービスの受益者が広く負担する応益
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原則の明確化が必要ではないかと考えます。ま
た，現在の地方税は，法人住民税の均等割，法
人税割，事業税の所得割，付加価値割，資本割，
固定資産税，都市計画税，事業所税など，税目
が非常に多く複雑な上に，法人住民税の法人税
割と法人事業税の所得割，固定資産税と都市計
画税と事業所税などの課税ベースが重複してい
ます。さらに，法定外税や超過課税は地方自治
体ごとの統一性を欠いています。これら地方税
の複雑さは，行政コストの増加，民間の納税コ
ストの増加につながるものでありまして，企業
といたしましても行政手続の簡素化，効率化，
労働生産性向上の観点からの見直しは不可欠と
考えています。

見直しの考え方といたしましては，応益負担
の原則から，法人住民税の法人税割，事業税の
所得割のような応能負担の所得課税は整理統合
し，国税へ移譲すべきと考えています。また，
シャウプ勧告で創設されました超円安時代に定
着した償却資産に係る固定資産税は，国際的に
見ましても極めて異例なものでありまして，グ
ローバル化が進展した現在の世界で，企業の成
長や労働生産性向上に必要な設備投資の促進を
阻害し，国際競争力を損なうものであるため，
撤廃すべきと考えています。固定資産税，事業
所税の資産割，都市計画税につきましては，固
定資産を課税標準とする税目であり，応益負担
の観点によって整理統合すべきと考えています。
また，応益負担，安定財源確保の観点から，こ
れらの税目の見直しとともに，地方消費税を充
実，強化すべきと思います。

これらの抜本的改革の検討は急務と考えます
が，個々の税目ごとに検討すると，結局財源議
論から事が進まないということが想定されます。
実現のためには，政府主導の下，国税及び地方
税全体での税体系の改革が必須ではないかと思
います。今後の方針について，お伺いしたいと
思います。

〔行政手続の簡素化・効率化〕
次に，行政手続の簡素化と効率化につきまし

ては，地方税は対象自治体が都道府県及び市町
村にまたがり多数であること，多数の税目があ
り複雑化していること，関連書類の様式に自治
体によって異なるものがあることなどから，先
ほどお話がございましたように，民間の納税コ
ストは大きなものとなっており，企業にとって
国税よりも改革が急がれる問題に感じています。
現在推進されておられる電子申告の義務化は，
関連書類の様式の統一等の標準化を含めて納税
コストの低減を進める視点でぜひ進めていただ
きたいと思います。

また，多数の地方自治体にまたがって事業活
動を行っている企業にとっては，納付事務の効
率化は何としてでも実現していただきたい改革
であります。国の強いリーダーシップの下，電
子申告にとどまらず，一括納付制度の設立など
によって，納税手続の簡素化・効率化・標準化
を実現して，企業の労働生産性向上を後押しし
ていただきたいと思います。また，将来的には
こうした納税手続の標準化の実現によって，地
方税における行政手続の一元化ですとかシェ
アード化を導入するなど，一層の行政手続の効
率化を目指していただきたいと思っています。
これらの点につきまして，今後の方針をお伺い
したいと思います。

また，各地方自治体の個別事情やさまざまな
障害を乗り越えて実現する必要があるように思
いますので，この点についてもお伺いしたいと
思います。

以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
内藤自治税務局長からお考えを承りたいと思い
ます。
―――――――――――――――――――――
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（内藤） 佐藤先生，それから中村様から貴重
なご提言ご指摘を頂きまして，ありがとうござ
います。

〔土地の固定資産税について〕
まず，佐藤先生からご提言がございました，

土地の固定資産税でございます。小規模住宅用
地の特例でございますが，昭和４９年に住民の日
常生活に最低限必要と認められる小規模の住宅
用地ということで，その税負担を軽減するため
に導入されたものでございまして，地価公示の
７割評価の導入に伴いまして税負担の急増に配
慮して６分の１の特例となっています。

一方で，この現状に対しまして異なる用途間
或いは他の資産との関係で税負担にバランスを
欠いているのではないかというようなご指摘が
あることも事実でございます。納税者の方がど

の程度のご負担ならばご理解いただけるかとい
うような点も踏まえつつ，今後の固定資産税制
度全体のあり方を検討する際に，併せて検討し
てまいりたいと考えています。

次に，負担水準均衡化の加速についてでござ
います。商業地・農地につきましての現状はご
指摘のとおりでございます。固定資産税は，資
産価値に応じて課税いたします財産税でござい
ますので，負担の公平を実現するためにその均
衡化を図るということは極めて重要なことと認
識していまして，ご指摘のとおりでございます。

平成３０年度の評価替えに向けましては，先ほ
ど申し上げましたとおり，市町村からは負担の
公平の観点から見直すべきだというご意見を頂
いていますが，一方で現行の措置を延長すべき
というようなご意見もございます。今後評価替
えによりましてどのような評価額の変動の状況
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になるかというようなことも踏まえながら，検
討を行ってまいりたいと考えています。いずれ
にしても，基本的な視点についてのご指摘，あ
りがとうございました。

〔償却資産に対する固定資産税〕
償却資産に対する固定資産税の申告時期等の

見直しにつきましては，経済界，特に中小企業
や日本税理士会連合会等から，償却資産の申告
期限を法人税等の申告期限と一致させることで
事業者の負担を減らしてほしいというご要望を
頂いています。一方で，大企業の皆様方からは，
もう既にご自分で独自のシステムを構築済みな
ので，申告期日見直しのメリットは少ないとい
うようなこととか，或いは繁忙期である決算の
時期に新たに償却資産の申告業務が上乗せにな
るというのは避けてほしいというような，現行
制度を維持してほしいというような要望も頂い
ているところでございます。

また，制度見直しは課税実務に非常に大きな
影響を与えますので，こういった経済界の皆様
方のご意見ですとか地方公共団体のご意見，そ
れらを十分に伺いまして，いずれにしても使い
勝手が良い仕組みとする観点に立って今後検討
を進めてまいりたいと考えています。

〔森林吸収源対策〕
森林環境税につきましては，森林整備等のた

めに必要な費用を，国民一人一人が広く等しく
負担を分任して森林を支える仕組みとして，創
設に向けた検討が進められています。一方で，
個人住民税均等割は，地域住民に対しまして所
得の多寡に拘らず定額を課税するということで
ございますので，その枠組みの活用に当たって
は納税者の理解が得られるかどうか，慎重に検
討する必要があると考えています。

この森林環境税の仕組みとして個人住民税均
等割の枠組みの活用が議論されていますのは，
先生がご指摘のとおり，多くの道府県における
森林環境の保全等を目的といたしました超過課

税が既に実施されているということもございま
して，これらを念頭に均等割の枠組みというこ
とが提起されていると承知していまして，一般
的にこの枠組みが活用可能かというと，なかな
か難しい面もあるというのがこの個人住民税の
均等割であると思っています。

〔地方税体系の抜本改革〕
それから，中村様からご提言いただきました

地方税体系の抜本改革でございます。地方税に
はさまざまな税目が確かにございます。ござい
ますが，例えば固定資産税は市町村の基幹税目
でございますし，都市計画税は都市計画事業等
のため，事業所税は都市環境の整備のためとそ
れぞれに課税の目的或いは性格といったものが
ございます。また，償却資産の固定資産税につ
きましては，償却資産が土地や建物と一緒に企
業の事業活動に用いられるものでございまして，
事業活動に当たっては市町村からの行政サービ
スを受けるということから，戦後のシャウプ勧
告以来市町村の重要な基幹税目となっていると
ころでございます。

これらの税の性格，或いは位置付け等を踏ま
えながら，一方で社会経済情勢の変化に対応し
て地方税体系の改革を行っていくことが重要と
考えています。その改革の視点といたしまして
は，やはり税源の偏在性が小さく，税収が安定
的な地方税体系ということが重要であると考え
ています。またご指摘いただきました応益性と
いうことも必要な視点だろうと思っています。

従来も個人住民税につきまして，累進課税か
ら一律１０％の比例税率化，或いは事業税への外
形標準課税の導入，或いは地方消費税の税率の
引上げ及びそれに伴いまして法人住民税の国税
化，交付税原資化を進めてまいりました。法人
住民税の国税化等につきましては，国税当局の
ご理解も得て，国税・地方税を通じての体系の
見直しということになっているものでございま
す。

今後とも，税源の偏在性が小さく，税収が安
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定的な地方税体系の構築に向けて努力してまい
りたいと思いますし，その際ご指摘のございま
した応益性ということも十分念頭に置いて改革
を進めてまいりたいと存じます。

ありがとうございました。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（岩﨑） 本日は，星野主税局長，内藤自治税
務局長から，大変要領よく税制改革の状況につ
いてご説明いただきました。どうもありがとう
ございます。両局長からのご説明にもございま
したように，中期的な税制改革の方向性やその

内容につきましては，もう既に非常に綿密に練
られ，かつその方向性が決まっているというこ
とがご理解いただけたと思います。あとは着実
に実行し，実現することだと思われますので，
今後ともぜひ両局長におかれましては，この計
画をお進めくださいますようにお願い申し上げ
たいと思います。

また，本日，フロアの皆様方におきましては，
雨の中，多数ご出席くださいまして熱心に耳を
傾けてくださいましたことに感謝申し上げます。
終了の時間が参りましたので，これをもちまし
て本日の討論会は終わりとさせていただきたい
と思います。本日はありがとうございました。
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